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石毛　　魚醤の起源と伝播

魚 醤 の 起 源 と 伝 播

魚の発酵製品の研究(8)

石 毛 直 道*

Origins and  Distributions  : A Study of Fermented Aquatic Products (8)

Naomichi  IsHIGE

   This paper, the final contribution to the project on fermented 
aquatic products in Asia, examines the origins and geographical 
distribution of the products. Papers published earlier have dealt 
with the distribution and types of products in Southeast Asia 

 [IsHIGE and RUDDLE 1987], the ecology of the marine and 
freshwater fish species involved [RUDDLE 1986, 1987], a 
cultural interpretation of the chemical analysis of the products 

 [MizuTANI et al. 1988], a linguistic interpretation of the nomen-
clature of the products  [IsHIGE and SAKIYAMA 1988], and 
narezushi  [IsHIGE 1987]. 

   The fermented products discussed in this paper originate 
from the combination of fish and other aquatic organisms with 
salt, which prevents putrification and by enzymic action breaks 
down the protein to produce a free amino acid that imparts the 
characteristic umami taste to fermented products. Food preserved 
in this way can be eaten raw or can be used as a condiment. 
The same phenomenon can be observed with salted fish products, 
but the difference is that those described here are intentionally 
fermented. Thus the products known as guedj, momoni, lafi, and 
loosra, of West and Central Africa, shidal (Assam), nya-sode 

(Bhutan), jadi (Sri Lanka), and Kisrayaruiba (Siberia), do not fit 
into the category of intentionally fermented products discussed 
here. 
   On the other hand, the liquamen or garam of Imperial Rome 
was intentionally fermented and is of the same type as the Asian 
fermented fish products.
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   However, there is no evidence to support the assertion that 
the fish sauce of Asia originated by diffusion from the Mediter-

ranean Basin, and the origins of these geographically distinct 

groups appear to be different. 
   In both Southeast and Northeast Asia fermented fish pro-

ducts are associated with a monsoonal climatic regime, which is 
characterized by a distinct seasonality. All the species used to 

produce fermented products share the characteristic of being 
seasonally available in abundance, of being easily caught in 

shallow, inshore waters (or in freshwaters), of being small in 
size, relatively inexpensive and of having few alternative uses. 

   The original or prototypical fermented fish product from 

which all others arose appears to have been  shiokar  a, which 
results when fish (or other species) are mixed with salt and 

preserved for a long period. 
    In continental Southeast Asia, apart from the nuoc-mam of 

Vietnam and shrimp paste produced in coastal areas, all fer-
mented fish products were prepared from freshwater species 

prior to the 20th-century. Ricefield fishing also developed 
in this part of continental Southeast Asia, and the preparation of 

narezushi seems to have developed parallel with the rise of irrigated 
rice cultivation in the Mekong Basin. Other traditional ferment-

ed fish products also developed in Northeast Thailand, Laos and 
the ancient Mon-Khmer Zone, which seems to have been the 

probable center from which both ricefield fisheries and the 
preparation of fermented fish products originated and later 
diffused. On the other hand, fermented shrimp paste seems to 
have had its origins in coastal continental Southeast Asia, and to 

have diffused southwards to the Malay Peninsula and to Indo-

nesia. 

   Fermented fish products made from marine species pre-

dominate in Japan, Korea and the Philippines, and both fresh-
water and marine species were fermented in historical China. 
However, there is no evidence to suggest either the interrelation-
ships between Southeast and Northeast Asia or the routes of 
diffusion (assuming that the products did not develop inde-

pendently in each  locality). 
   Apart from the genealogical relationships among the various 

products, those made from freshwater species coincide mainly 
with the zone of irrigated rice cultivation. In Asia this is a zone
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lacking　 in　 pastoral　 traditions　 and　 where　 fermented　 products

have　 traditionally　 beeII　 consumed.

　　　　In　 the　zone　 of　fermented丘sh　 products　 there　 is　documentary

evidencc　 from　 China;from　 the　 first　millennium　 B.C.,　 which

shows　 that　 such　 products　 were　 made　 not　 only　 with　 salt　but　 also

withん ⑳(a　 fermentation　 starter).　 In　 China,　 at　about　 the　 time

of　Christ,　 boiled　 or　steamed　 beans　 and　 gther　 vegetable　 items　 were

used　 in　 lieu　 of　 fish　 in　 fermented　 products・ 　 From　 these　 the

ancestral　 f()rms　 of　 fermented　 soy　 bean　 paste　 and　 soy　 sauce

developed　 in　Northeast　 Asia.

　　　 With　 the　 development　 of　 fermented　 soy　 bean　 products,

Northeast　 Asia　 gradually　 became　 a　zone　 in　which　 condiments

based　 on　 soy　 beans　 were　 consumed.　 Although　 some　 fermented

aquatic　 products　 are　still　consumed　 inJapan　 and　 Korea,　 in　global

terms　 Northeast　 Asia　 is　a　region　 of　fermented　 soy　 bean　 products・

On　 the　other　 hand,　 Southeast　 Asia　 remains　 the　zone　 of　fermented

fish　products.　 Nevertheless,　 it　should　 be　noted　 that　 the　 culinary

usage　 of　both　 groups　 of　products　 is　simiIar,　 and　 that　 since　 the

wmami　 taste　 imparted　 by　fピee　amino　 acids　 is　predominant　 in　both

fermented　 fish　and　 fermented　 soy　bean　 products,　 it　is　the　principal

flavor　 in　the　 cuisines　 of　both　 Southeast　 and　 Northeast　 Asia.

1

は じめに

1・ 世界の魚醤 と魚醤類似製品

1.古 代 ローマの魚醤油

2.西 アフ リカの発酵乾魚

3.ア ッサムの塩辛と乾魚

4・ ブータ ンの保 存魚

5.ス リラ ンカの塩蔵魚

6.極 北 のく酸 っぱい魚 〉.

仏 古代 中国の飽魚

8・ 系譜論的検討

ll.東 アジア ・東南 アジアにおける魚醤 の分

化.馬

1.塩 辛に起 源す る魚醤の分化

2.小 エビ塩辛 ペース トの起源

皿.魚 醤 とナレズ シの起源 と伝播 に関する歴

史民族学的検討

1。 製塩史の問題

2.東 南ア ジア大陸部での魚醤 とナレズ シ

の起源に関す る仮説

3.東 南 アジアにおけ る魚 介類発酵食品の

伝播

4.南 アジアと東 アジアの魚醤 の関係

5.稲 作の食事文化 と魚醤

201



国立民族学博物館研究報告　 14巻1号

は じ め に

　 経 緯 　 　1982年 以 来,石 毛 直 道 とケ ネ ス ・ラ ドル は 「魚 醤 の 総 合 的 研 究」 とい う研

究 課 題 で,ア ジ ア に お け る 魚 介 類 の 発 酵製 品 に 関 す る調 査 を お こな って きた 。 そ の

成 果 を 本誌 に 発 表 した もの には,第1論 文 「東 ア ジ ァの 魚 醤 」[石 毛 　 1986],第2

論 文 「東 ア ジア ・東 南 ア ジアの ナ レズ シ」[石 毛 　 1987aユ,第3論 文``The　 SupPly

of　Marin　 Fish　Species　 for　Fermentation　 in　Southeast　 Asia"[RuDDLE　 l986],

第4論 文``The　 Echological　 Basis　 for　Fish　 Fermentation　 in　Freshwater　 Envi-

ronment　 of(】ontinental　 Southeast　 Asia:with　 Special　 Reference　 to　Burma　 and

Kampuchea"[RuDDLE　 l987],第5論 文 「東 南 ア ジア の 魚 醤 」[石 毛 ・ラ ドル

1987],第6論 文 「魚 醤 の 化 学 分析 と 『う ま味 』 の 文 化 圏 」[水 谷 ・君 塚 ・ラ ドル ・

石 毛 　 1988],第7論 文 「魚 醤 とナ レズ シの 名称 」[石 毛 ・崎 山　 1988]が あ る。 こ

の一 連 の魚 醤 とナ レズ シに関 す る報 告 の 最 後 の もの に,本 論 文 は位 置づ け られ る もの

で あ る。

　 これ らの 研 究 の基 本 的 な 資 料 は,味 の 素 株 式 会社 か ら国 立民 族 学 博 物 館 に寄 付 され

た 研 究 助 成 金(委 任 経 理 金)に も とつ い て,石 毛 と ラ ドル が東 ア ジァ,東 南 ア ジ ア各

国 に お いて お こな った 現 地 調 査 に よ って 得 られ た もの で あ る。

　 魚 の 発 酵 製 品 の 分 類 　 　 この論 文 の 研究 対象 で あ る魚 醤 とは,魚 介 類,小 エ ビを 原

料 と して,塩 を 加 え る こ とに よ って 腐 敗 を 防 止 しな が ら発 酵,保 存 し,主 と して 原 料

にふ くまれ る酵 素 の 作 用 に よ って 筋 肉 の 一部,あ る い は大 部 分 が 溶 けて 構 成 要 素 の ア

ミノ酸 に 分 解 した 一 群 の 食 品 で あ る。 魚 醤 の主 要 な もの に は,① 　 塩 辛,② 　 塩 辛 ペ

ー ス ト
,③ 　 魚 醤 油,④ 　小 エ ビ塩 辛 ペ ース ト,⑤ 　 小 エ ビ醤 油 が あ る。

　 ① 塩 辛 は 魚 介 類 に 塩 を 混 ぜ て 発 酵 ・熟 成 させ た も ので あ るが,こ こで は魚 醤 の な

か で も,原 料 の 魚 介 類 の 形 状 が 最 終 製 品 に い くボ ん な りと も残 って い る製 品 を さ して

い る。 ② 　 塩 辛 ペ ース トとは,塩 辛 の製 造過 程 で,原 料 を す りつ ぶ した り,つ きつ ぶ

して,ペ ース ト状 に加 工 した 塩 辛 の こ とで あ る。 ペ ー ス ト状 なの で,溶 けや す く,味

噌 の よ う に料 理 に 利 用 す る こ と もで きる 。③ 　 魚 醤 油 とは塩 辛 を 長 期 間 発 酵 させ て,

原 料 の ほ とん どの 部 分 を どろ ど ろ に分 解 させ て しま い,そ の 液 体 部 分 だ げを と りだ し

て 調 味 料 と した もの で あ り,わ が 国 の秋 田 の シ ョ ッツル も魚 醤 油 で あ る。 ④ 小 エ ビ

塩 辛 ペ ース トとは,わ が 国 の ア ミの よ うに小 さ な エ ビを原 料 と して つ くった 塩 辛 ペ ー

ス トで あ り,東 南 ア ジア 各 地 で重 要 な 調 味料 と して使 用 され る。 ⑤ 　 小 エ ビ醤 油 とは

小 エ ビを 原 料 と して つ くった魚 醤 油 で あ る。
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　これらの魚醤が東アジア,東 南アジアの各地に分布 し,と くに東南アジアでは基本

的な副食物,調 味料として食生活に重要な地位を しあていることは一連の論文で報告

したところである。

　もう一種類,東 アジァ,東 南アジアにおける重要な魚の発酵性食品に,⑥ 　ナレズ

シがある。ナレズシとは塩をした魚介類や鳥獣肉に加熱 した澱粉(ふ つう米飯)を 加

えて長期間発酵させた保存食品である。乳酸発酵をするので,酸 い味がある。わが国

の琵琶湖のフナズシもナレズシの一一種である。

　目的　　いままで本誌において,こ れらの魚の発酵製品を対象に,そ のアジア各地

における実態報告と,さ まざまな角度からの分析をおこなってきた。すなわち,第1,

第5論 文ではアジア各地における魚醤の種類 とその製造法,消 費の実態,そ れぞれの

地域における魚醤の歴史について報告をしている。第2論 文ではナレズシについてお

なじような報告とその歴史についての論考をおこなっている。第3,第4論 文では東

南アジァの魚醤とナレズシの原料魚に関する漁業生態学的な考察をおこなった。第6

論文では魚醤とナレズシの化学分析の結果を報告するとともに,こ れらの食品がアミ

ノ酸と塩味の調味機能をもつものであることを実証 し,そ れが東アジァと東南アジァ

の食生活にはたしている役割について比較文化論的に考察 している。第7論 文では,

これらの食品の各地における名称の比較言語学的分析から,魚 の発酵製品の歴史民族

学的考察の可能性をさぐってみた。

　魚醤の起源と伝播を主題とした本論文は,い ままで発表した一連の研究の現状にお

ける総括をも兼ねたものである。ここでのべようとする主要な論点は以下の3項 に要

約される。

　①　世界各地における魚醤と魚醤類似製晶にどのようなものがあるかを報告 し,東

アジァと東南アジアの魚醤は,世 界の他地域のものとは関係をもたずに発達 したもの

であることを論証する。

　②　塩辛がすべての魚醤の出発点に位置する製品であ り,塩 辛から分化 してさまざ

まな種類の魚醤が発達することを,食 品学の立場か ら説明する。

　③　東アジァ,東 南アジアにおける魚醤の分布を復元すると,連 続 したひとつの文

化圏としてとらえることが可能である。 しかし,い ちばん基本的な魚醤である塩辛は,

原料の魚 と塩 と容器さえあれば製造可能な簡単な食品なので,多 元起源の可能性を否

定することもできない。また,こ れらの食品に関する歴史的資料が欠如 していること

も魚醤の起源と伝播経路の推定を困難にしている理由である。そのような制約のなか

で,研 究の現状における,魚 醤の起源と伝播についての仮説を提出する。

　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 203
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　第2論 文でナレズシの起源と伝播についての仮説をすでに発表しているので,本 論

文では話題を魚醤に集中することとし,ナ レズシは魚醤を論 じるための補助線として

の役目をはたす場合についてのみのべることとする。

1.世 界の魚醤 と魚醤類似製品

1.　 古代 ロー マの魚 醤油

　 古 代 ロ ーマ に お い て,リ ク ア メ ン1iquamenあ るい は ガ ル ムgarumと よ ばれ る魚

醤 油 が あ り,料 理 の調 味 料 と して 使 用 され て い た こ とが,ア ピ キ ュ ウスの 料 理 書 等 か

ら知 られ て い る[APIcIus　 FLowER＆RosENBAuMs(trans・)1958:21-23,48-49,

200-201]。 そ の起 源 に つ い て は不 明で あ るが,小 エ ビを 古 代 ギ リシ ャ語 で はgaros

とよ び,ラ テ ン語 でgarusと い う こ とに,魚 醤 油 で あ るgarumの 語 源 を も と あ,か

つ て は 小 エ ビを 原料 と して 製 造 して いた の で,そ れ が 魚醤 油 の 名称 に残 った もの で あ

る とい う説 もあ る[SOYER　 I853:270]。

　 そ の 製 法 に は さ ま ざ ま な バ リエ ー シ ョンが あ るが,基 本 的 に は魚 や 甲殻 類 に塩 を し

た もの を 素焼 きの カ メ な ど の容 器 に いれ,太 陽 の も とに 置 き,と きど き容 器 を ゆ り う

こか した り,棒 で か き混 ぜ,2～3カ 月 以 上 発酵 ・熟 成 させ て か ら,容 器 の底 に も う

けた 小穴 か ら液体 を したた らせ た り,細 長 い 籠 で 濾 して透 明 な 液 を得 た もの で あ る。

液 体 を と った あ との粕 は ア レ ックallecと い い,こ れ も調 味 料 と して 利 用 され た 。 製

造 原 理 か らす れ ば,東 ア ジア,東 南 ア ジア の 魚 醤 油 とお な じ もの で あ る。

　 カ タ クチ イ ワ シそ の他 の イ ワ シの 仲 間,サ バ,マ グ ロ,魚 の 内臓 や血 液;甲 殼 類 な

どが 原 料 と して もち い られ た[TANNAHI肌 　 1973:96-99;ミ ュ ラ ー ヨ コタ　 1987:

XXiii-XXV]。

　 この 魚 醤 油 は,大 カ トー(B・C・234～149)の 時 代 の ロ ーマ で は贅 沢 品 とされ て い た

が,や が て 古 代 ロ ー マ の料 理 に お け る必 需 品 化 し,工 場 生産 が お こな われ る よ うに な

った 。有 名 な 産地 は ポ ンペ イ,現 在 の トル コの ク ラ ゾ メ ナ イ,リ ビア の レプ テ ィス ・

マ グ ナ,ス ペ イ ンの カル タ ゴ ・ノ ー ヴ ァ,南 フ ラ ンス の ア ンテ ィポ リス な どで あ っ た。

これ らの 産地 か ら素 焼 きの土 器 の ッ ボや 小 型 の ア ンフ ォ ー ラに詰 め て ロ ーマ に輸 送 さ

れ た 。

　 料 理 に お け る使 用 法 は ア ピ キ ュ ウス の料 理 書 に具 体 的 に記 され て い るが,こ の料 理

書 の 翻 訳,研 究 を した ミュ ラ ー ヨ コタ に よ れ ば,主 と して 塩 味 を つ け るた め の調 味料

と して利 用 され,468例 の料 理 の なか で 塩 が 使 わ れ るの は48回,塩 と リク ア メ ンが 併 用
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され る例 もわ ず か で,リ ク アメ ンを もち い て塩 味 を つ け る こ とが お おい 。 ア ピキ ュ ウ

スの 料 理 書 に は リク ア メ ンに 水 や 他 の 調 味料 を加 え た例 が あ り,水 割 りガ ル ムhydro-

garum,ブ ドウ酒 割 りガ ル ムoenogarum,酢 入 りガル ムoxygarum,油 入 りガル ム

eleogarum,コ シ ョウ入 り リクァ メ ンliquamen　 piperatumが 記 され て い る[ミ ュ

ラ=ヨ コタ　 1987:xXiV-xxV]。

　 古 代 ロ ーマ の 滅 亡 と と もに ガ ル ム,リ クア メ ンは忘 れ られ た 調 味 料 とな って しま っ

た。 その 理 由に つ いて 考 証 した 例 を 知 らな い が,こ れ らの魚 醤 油 が地 中海 沿 岸 の ロ ー

マ植 民 地 の工 場 で 生 産 され る もの が お お か った の で,帝 国 の衰 亡 と と もに供 給 が と だ

え た こと に も原 因 を もつ こ とで あ ろ う。

　 現 在,ヨ ー ロ ッパ に おい て 知 られ て い る魚 醤類 と して は,頭,内 臓 を除 去 した カ タ

クチ イ ワ シに15～20%の 塩 と香 辛 料 を 混 ぜ て 半 年 以 上 発 酵 ・熟 成 さ せ た塩 辛 か ら骨,

皮 を の ぞ いて オ リー ブ油 に漬 けた ア ンチ ョビ ー製 品 が イ ベ リア 半 島 を 主 産 地 と して あ

る。 ま た,こ の ア ンチ ョ ビーの 塩 辛 を す りつ ぶ し,香 辛 料,糊 料 を加 え た ア ンチ ョ ビ

ー ・ソ ース が あ る
。 この2種 の 製 品 は,お そ ら く古 代 ロ ーマ の 魚醤 の な ご りを とど め

る もので あ ろ う。 ま た,ギ リ シア,ト ル コで は,イ ワ シ類 に 大 量 の 塩 を 加 え て容 器 に

い れて つ くった塩 蔵 魚 が あ る。 魚 か らい くぶ ん 汁 が 浸 出 し,塩 辛 に ちか い 状態 に な っ

て い る。 た だ し,生 食 す る こ と は な く,加 熱 して 食 べ る料 理 材 料 で あ る。 これ も古代

の地 中海 圏 に お け る発 酵 魚 の 系 統 を ひ くもの で あ るか も しれ な い。

2.　 西 ア フ リカの発酵 乾魚

　 セ ネ ガル の 黒 人 系 部 族 がguedjと い う発 酵 魚 を 乾燥 した食 品 を製 造 す る が,第 二 次

大 戦 後,セ ネ ガル 川 の 漁 民 が モ ー リタ ニ ア に 移 住 して 製造 す る よ うに な り,お な じ食

品 が モ ー リタ ニ ア で も普 及す る よ うに な った。 モ ー リタニ ア側 の 報 告 か ら この 食 品 に

つ い て簡 単 に紹 介 しよ う[ScHARM　 l986:79-83]。

　 主 要 な 原 料 魚 はLicia　 amia,　Psettodes　spp.ウ ツ ボ科 の 魚Muraenidae　 spp.,タ イ 科

の魚Spαridae　SPP.,ボ ラ科 の 魚Mwrgit　 spP.で あ るが,そ の ほか に も さま ざ ま な魚

が 原料 と され る。 骨 が お お い魚,鮮 度 の 低 下 した魚 な ど,市 場 価 値 の す くな い魚 を

guedjに 加 工 す る ことが お こな わ れ る。

　 ウ ロ コ,内 臓,頭 部 を 除 去 し,切 身 にす る。 これ を お お きな桶 に い れ て,24～72時

間発 酵 させ る。 暑 い季 節 に はあ ま り急 速 に 発 酵 が 進行 しな い よ う桶 の なか に海 水 を そ

そ ぎ こむ が,涼 しい季 節 に は 魚 を 桶 に い れ た だ け で 発酵 させ る。 発 酵 させ た 後,こ れ

を乾 燥 す る が,乾 燥 時 間 は 魚 種 と季 節 に よ って4～10日 間 の幅 が あ る。 完 成 品 は30～
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50%の 水 分 を ふ くむ や わ らか な乾 魚 状 を して い る。 料 理 法 の細 部 に つ い て の記 述 は な

いが,米 飯 の 副 食 物 と して利 用 され る と い う。

　 Champbell-Plattの 発 酵食 品事 典 に は,セ ネガ ル,ガ ン ビア か らナ イ ジ ェ リア,カ

メル ー ンに か けて の 一 連 の 地帯 に か け て,momoniと い う強烈 な臭 いを 発 す る,塩 を

使 用 して 発 酵 させ た乾 魚 がつ くられ る と記 載 され て い る[CHAMPBELL-PLATT　 l　987:

131]。

　 そ の 原料 と して利 用 され る魚 は,Tilapia,　 Pro　toPterus,　Pol7Pterusに 所 属 す る魚 種 な

ど さ ま ざ まで あ る。 鮮 魚 を25～30度 の 熱帯 の気 温 の も とに6～10時 間 放 置 し,発 酵 さ

せ る。 つ いで,17～20%の 塩 水 に36～60時 間漬 け こむ。 溶 液 か ら 出 して,4～8日 間

乾 燥 す る と製 品 に な る。

　 塩 を加 え るま え に魚 を 放 置 す る こ とに よ って,魚 自体 の 酵 素 の 作 用 とバ クテ リア の

急 速 な 作 用 で 腐 敗 が お こ り,つ いで 塩 を加 え た 段 階 で,耐 塩性 の 微生 物 の作 用 に 限定

され る こ とに な る。 ト リメ チル ア ミ ン,ア ンモ ニ アの 臭 い が し,強 烈 な 味 のす る食 品

で,ス ー プ,シ チ ュ ーに して食 べ られ る。

　 エ ウ ェ,ベ ニ ン,ト ー ゴ,象 牙 海 岸,リ ベ リァ,シ エ ラ レオ ネ,ギ ニ ア のIafi,ガ

ーナ のloosra
,お な じ くガ ー ナのstink　 fish,セ ネ ガル のguedjは お な じタ イプ の

食 品 で あ る と説 明 されて い る。 ただ し,さ きに のべ たguedjの 製 造法 と,　momoni

の つ く りか た に は,い くつ か の 相 違 点 が あ る。

3.　 ア ッサ ムの塩 辛 と乾魚

　 塩 辛 　 　 「東 南 ア ジ アの 魚 醤 」 の 論 文 で の べ た よ うに,バ ング ラデ シュの チ ッタ ゴ

ン丘 陵地 帯 に分 布 す る ビル マ 系 の少 数 民族 が,東 南 ア ジア に お け る魚 醤 分 布 の 北 限 を

な して い る。 その 北 の ア ッサ ムに1カ 所 だ け,飛 び 地 状 の塩 辛 の分 布 が み られ る。 そ

れ は,タ イ系 の 言 語 を もつ タ イ ・フ ァ ーケTai　 phake族 で あ り,ア ッサ ムに 移 動 して

きた タ イ系 民 族 の 一 派 で あ る。 この 部 族 がpasomと い う ナ レズ シを つ くり,そ の 名

称 が 東 北 タ イのpa　 somと お な じこ と は ナ レズ シにつ い て記 述 した論 文 で 報告 して お

い た[石 毛 　 1987:645]。

　 おな じ,タ イ ・フ ァ ーケ族 が 塩 辛 を製 造 す る。 鮮 魚 を切 り,塩,タ ー メ リ ック(酸

味 料),そ の他 の香 辛 料 を混 ぜ,竹 筒 に い れ て密 閉 し,1カ 月 置 い て か ら,食 用 に供 す

る。 これ は,冬 期,漁 獲 が お お か った と きに よ くつ く られ る と い う。 この食 品 の 名称

をpatekと い うが,こ れ は東 北 タ イで 塩 辛 をpa　 daekと い うの と同系 の こ とば で あ

る[THAKUR　 1982:52]。
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　 乾 魚 　 　 ア ッサ ム の か な りひ ろ い地 域 に おい て 淡 水 産 の魚 を保 存 用 に加 工 し,そ れ

が 魚 体 の 原 形 を とど め な い形 状 を して お り,強 烈 な 匂 い を 発 す る とい うか ら,魚 醤 の

一 種 で あ る可 能 性 が あ る
。 そ れ を た しか め る た め に,現 地 のGauhati大 学 の人 類 学

科 教 授 のD.N.　 Majunder博 士 に調 査 を 依 頼 した 。 以 下 は,同 教授 が筆 者 らのた め

に お こな って くれ た調 査 結 果 の要 約 で あ る。

　 この 食 品 の 名 称 は ベ ンガ ル語 でshidal,あ る い はhidalと い い,ガ ロ語 でnakam

と よび,ア ッサ ムの ベ ンガ ル 人,少 数 民族 の べ つ な く利 用 され る。

　 加 工 され る も っ と も一般 的 な 魚 種 はpunti(Puntius　 soPhore)で,雨 季(4～8月)

の 終 りに お お く漁 獲 され る 。 お お きな もの は鮮 魚 と しての 消 費,乾 魚,燻 製 魚 と され,

魚 体 の ち い さい もの(送 られ て きた標 本 で は 体 長数cmの もの がふ つ う)が つ ぎの よ

うな加 工 に まわ され る。

　 鮮 魚 の 内臓 を と り,洗 浄 した あ と,天 日で,あ る い は燻 製 魚 つ く りと お な じよ うに

火 の うえ にの せ て 乾 燥 す る。 この さい,完 全 に 乾 燥 させ ず,水 分 が あ る程 度 残 った 状

態 に とど めて お く。 また,鮮 魚 を 原 料 とせ ず,市 場 で 購 入 して きた 乾魚 を 原料 と し,

乾 魚 を洗 浄 して か ら,ち ょ う ど よい 水 分 の 状 態 に ま で乾 燥 させ て お い た も のを 利 用 す

る こ と もあ る。

　 この よ うな 状 態 の魚 を足 で 踏 ん で,魚 体 が つ ぶ れ て 平 た くな った 状 態 に した り,あ

るい は,粗 い粉 末 状 に な る まで つぶ す。 この さ い,塩 水,ま た は 市 場 で 購 入 して きた

ソ ーダ の 塊 りや灰 を溶 い た 水 を ふ りか け る こ とが あ る。 トウガ ン,サ トイ モの 茎 の 灰

が も ち い られ る こ と もあ る。

　 つ ぎ に,つ ぶ した魚 を竹 筒,ま た は ヒ ョ ウタ ンの容 器 に いれ る。 この と き,容 器 の

口を 灰 で お お った り,カ ラ シ油 やpuntiか ら と った魚 油 を そ そ い だ りす る こ と もあ る。

この 魚 を 詰 めた 容 器 は,炉 の うえ の棚 な ど,温 か い場 所 に置 き,1カ 月 あ とか ら食 用

可 能 とな り,こ の 状 態 で1年 間保 存 す る こと もで きる。

　 こ う して 加 工 した魚 の 消費 は,ベ ンガル 人 とカ チ ャール 族 に お お く,毎 日の 料 理 の

主 材 料 と して 利 用 され る。 他 の部 族 に と って も,う ま い食 品 とみ な され て い るが,経

済 的状 態 の問 題 も あ り,料 理 の 主 材 料 と して よ り も,す べ て の種 類 の カ レー料 理 に ご

く少 量 いれ て 風 味 づ けを す るた めの 調 味 料 的 な 利 用法 が な さ れ る。

　 も っ と も一般 的 な料 理 法 は,バ ナ ナ の葉 に 包 んで,熱 い灰 の なか に いれ て 焼 き,こ

れ に塩 と トウ ガ ラ シを の せ て 食 べ る こ とで あ る。 ま た,こ れ を トウガ ラ シと と も に煮

て,一 種 の ソ ー ス にす るが,こ の さい,灰 を 溶 い て つ くった アル カ リ水 を混 ぜ て 煮 る

こ と も お こ な われ る。 ま た 種 々の 野 菜 ス ープ の 風 味 づ け に も ちい られ る。
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　 こうしてみると,塩 を加えるのは一般的ではないもののようである。塩水やアルカ

リ水を加えるのは雑菌の繁殖の防止効果をもち,ま た,風 味づけの効果もはたすので

あろう。 しか し,魚 をただ乾燥させて,つ ぶして容器にいれて,保 存 した製品もかな

りあるもののようである。アッサム各地から採集 した多数の標本が送られてきたが,

すべて含有水分のす くない乾魚の外観をしている。魚体が分解 して,ヌ ルヌルした東

アジア,東 南アジアの塩辛類とはあきらかにことなった製品であり,魚 醤とするより

も,発 酵過程をもってはいるが,本 質的には乾魚であるとみな したほうがよい食品で

ある。

4.　 ブー タ ンの保存 魚

　 以 下 は 長 年 ブ ータ ンで 農業 指 導 に あ た って い る西 岡 京 治 氏 か ら得 た情 報 で あ る。

　 この 製 品 の 名 称 はnya-sodeと い う。　nyaは 「魚 」,　sodeと は 「くさ った もの」 と

で も い うカ テ ゴ リーを しめ す こと ばで,ダ イズ(sheuli)で つ くった ナ ッ トウ状 の 食

品 はsheuli-sodeと よぶ 。

　 ブ ータ ン南 部 の ブ ラマ プ ー トラ水 系 の 上 流 部 にあ た り,標 高200～500mの 地 域 で

よ く製 造 され る食 品 で あ る。 モ ンス ー ンの終 りの8月 頃,河 川 が 増 水 して周 囲の 小 川

と水 位 が お な じに な り,主 要 河 川 か ら氾 濫 原 に 移 動 した魚 が,ま た河 川 に もど る と き

に 網 漁業,ト ラ ップ な どで 大 量 に捕 獲 され る魚 を 原 料 とす る。 コイ科 の 魚 が よ くも ち

い られ るが,ほ か に もさ ま ざ ま な魚 種 が 利 用 され る。

　 魚 を ゆ で て,尾 あ る い は頭 部 を も って,魚 肉 を こそ げ と り,骨 と分 離 す る。 魚 肉を

直 径10～15cm,長 さ30～40　 cmの 竹 筒 に いれ,木 の 葉 を ま る め て栓 を し,そ の う

え か らバ ナ ナ の葉 を かぶ せ て しば りつ けて 外 蓋 に す る。 この 状態 で 数 カ月 置 いて か ら

食 用 に す る。

　 食 べ る と きは,団 子 状 に ま る めて,酒 の 肴 に した り,煮 物料 理の なか に いれ て 風 味

を つ け る い わ ば調 味料 的 な利 用法 もな され る。

5.　 ス リ ラ ン カ の 塩 蔵 魚、

　 ス リラ ンカ に シ ンハ ラ 語 でjadiと よ ばれ る い くぶ ん 発 酵 した 塩 蔵 魚 が あ る。 以

下 は,同 僚 の 永 ノ尾 信 悟 助 教授 が コロ ンボ北 方 数 十kmの 地 点 に あ る 漁 港 で あ る

Ngomboで 採 集 した記 録 と,も ちか え って くれ た 実 物 に も とつ く報 告 で あ る。

　 jadiはseerと い う名 の 大 形 の 魚 で だ けつ くる。 魚 を 切 身 に した もの に,50%の

塩,10%の タ マ リン ド(酸 味料),少 量 の サ フ ラ ンを 加 え,3週 間 ほ ど室 温 で 漬 け こ
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む。 大 量 の 塩 を 使 用 して い るの で,魚 肉 の原 形 は ほぼ 保 た れ て い るが,多 少 発 酵 して

い る。 匂 い は 強烈 で あ り,貯 蔵 中 に虫 が わ くこ と もあ るが,食 用 に は さ しつ か え な い

とい う。

　 これ を,焼 き魚 に す る,揚 げ る,煮 て カ レー料 理 に す る,な どの 方 法 で食 用 に供 す

る。

　 6.　 極 北 の く酸 っぱい魚 〉
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■

　北 シベ リア の諸 民 族 が ロ シア語 で く酸 っぱ い魚>KMcnafi　 Pbi6a(キ ス ラ ヤ ・ル イ

バ)と よ ぶ魚 の保 存 法 を お こ な うこ とが 知 られ て い る。 そ れ は穴 を 掘 り,こ の穴 の な

か に魚 に塩 をせ ず に いれ て 保 存 す る方 法 で あ る。 貯 蔵 中 に魚 は 発 酵 して,酸 っぱ くな

り,強 烈 な匂 い を 発 す る よ うに な る。 この く酸 っぱ い魚 〉は犬 の餌 と して利 用 され る

ほか,人 間 も食 べ る。 こ の匂 い と味 に な れ た もの に と って は 嗜 好 品 と して好 ま れ る と

い う。 生 食 す るの が ふ つ うの よ うで あ る。

　斉 藤 農 二 の 紹 介 して い る カ ム チ ャ ツ カ半 島 東 岸 の コ リヤ ー ク族 の 事 例 を 引 用 して み

よ う。

　まず,地 面に縦,横,深 さ,そ れぞれL5mほ どの穴 を掘 る。 この穴の底や壁面に樹皮を

張 りつめ る。穴 の上 に何本 もの棒を渡 し,そ の上 に厚 く草をかぶせ る。真中に魚1匹 が入 る

大 きさの穴 をあけてお く。

　 この穴か ら獲 れた魚を落 し込んで行 き,一 杯 にな ると粘土で封をす る。 このあと,上 か ら,

さ らに木の枝でおおいを し,そ のまた上に丸太を渡 して,そ の端を二股にな った木の枝でお

さえ,そ の二股 の木の枝を地面 に打込んでお く。 これは,犬 やキ ツネな どが貯蔵穴を掘返 さ

ないよ うにす るためである。こうして,秋 に獲れた魚で乾魚 などに加工 しきれない魚を貯え

てお くと,や がて醸酵 して くる。普通は,こ れを早春の食料 の端境期に開 くのであ った。

　 さ らに 斉 藤 は 西 シベ リア の セ リク ーブ族 は魚 と とも に漿 果 類 を穴 の な かに 仕 込 む 方

法 が あ る こ と,ユ カ ギ ール 族 が 換 羽 期 に 捕 らえ た ガ ンを この方 法 で貯 え,チ ュ トコ半

島 の チ ュ クチ 族 は セ イ ウチ の 肉 を皮 袋 の な か に縫 い込 ん だ うえ で 穴 に いれ て 貯 蔵 す る

例 を 紹 介 して い る[斉 藤 　 1985:107-111]。

　 か つ て,サ モ エ ー ド族 は穴 の な か に魚 を敷 きつ め,そ の うえ を ッル コケ モ モ や コケ

モ モ 属 の漿 果 類 の層 で お お い,土 を か ぶ せ て 保 存 した が,こ の と き野 鳥 も一緒 に穴 に

いれ て貯 え る こ とが あ った とい う[PRoKoF'YEvA　 l964:595]。 カ ム チ ャダ ール族

は サ ケ を 土 中 に3～4カ 月貯 蔵 す る が,し ま い に は ドロ ドロ にな って,し ゃ くしで く

み だ さね ば な らな い 状 態 に な る と い う[GulLLEMAND　 l886:93]。 ま た,カ ム チ ャ

ダ ール族 は 魚 の 頭 部 を 穴 の な か で 貯蔵 した もの を好 む と い う報 告 も あ る[ANTORO一
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POVA　 l964:877」 。 加 藤 九 祚 に よ る と,カ ム チ ャダ ール 族 の この 食 品 は サ ケ の 頭 部

の軟 骨 が全 部 赤 くな るま え に,穴 を 掘 って発 酵 させ た嗜 好 食 品で,た ま らない 臭 気 を

発 す る とい う。 ま た,カ ム チ ャダ ール族 は新 鮮 な魚 卵 を,木 の葉 を敷 いた 穴 に いれ,

草 で お お った の ち に土 を か け る。 す る と魚卵 は 酸 っぱ くな る が,ロ シァ人 に と って は

新 鮮 な 粒 状 の魚 卵 と お な じ程 度 の美 味 と して 評 価 され た とい う。 コ リヤ ー ク族 の 場 合

は,魚 卵 は穴 の な かで は な く,皮 袋 の な か で発 酵 さ せ ら れ る と い う[加 藤 　 1986:

100-101]Q
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 や

　 これらは,い ずれも永久凍土に掘った穴に魚,鳥 獣肉,漿 果類を塩を使用せずに貯

蔵する例である。斉藤によると,永 久凍土の地温は,せ いぜい零下5～6度 であ り,

東シベ リアの一部で零下10度 以下にすぎず,自 然の冷凍庫 としてめ機能はわるい。 し

たがって,長 期の保存になると,発 酵あるいは腐敗することをまぬがれない。適度に

発酵したものであれば,そ の匂いや味になれた者にとっては嗜好食品として愛好され

るが,貯 蔵が長期にわた り,蛋 白質の分解が進行 したものは飢謹のとき以外には口に

せず,通 常は犬の餌とされたという[斉 藤　1985:110-111]。

　斉藤は貯蔵中に乳酸発酵がおこつて,わ が国のナレズシに似たものになり,<酸 っ

ぱい魚〉になるものと推定 している。

　発酵食品の権威である東京農業大学教授の小崎道雄博士に,こ のような方法による

魚の貯蔵過程におこる化学変化についてつぎのような教示をうけた。

　変化は凍土中の温度にもよるが,魚 体の酵素による分解は進行するし,5度 くらい

の温度なら特定の限られた種類の乳酸菌(た とえば,Leucnostoc属)が 作用する可能

性がある。 この乳酸菌 は魚か らではな く,植 物性のものから移行 して くるものであ

る。 しかし,零 度以下であれば,乳 酸菌の増殖はかんがえられない。微生物の作用と

しては,Psetidomonas属 などによる蛋白分解がじょじょに進行するものと想像される。

また,穴 の底や壁面に張る樹種が渋のつよいものであれば,タ ンニンの作用で,保 存

性が増すであろう。

　ナレズシの製造過程では,は じめに魚を塩で しめるので,こ のときに微生物相が塩を

使用しない場合とまった くことなるものになってしまう。したがって,〈酸 っぱい魚〉

とナレズシは同種のものではないとかんがえられる,と のことである。

7.　 古代中国の飽魚

　 3世 紀中ごろに成立 したといわれる 『釈名』釈飲食に 「飽魚,飽,腐 也,埋 蔵奄之,

使腐臭也」とある。すなわち,飽 魚の飽とは腐 った という意味であり,魚 を埋蔵 して,
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腐った臭いをつけた食品であることをのべている文章である。 『史記』 に秦の始皇帝

が巡狩の途中で死亡し,そ れを隠して安陽に運ぶうちに,死 体がにおいだ し,そ れを

ごまかすたあに飽魚を乗り物にのせたことが知 られている。長沙馬王堆1号 墓の遺策

に飽魚の文宇があらわれるし,『史記』貨食列伝に1年 間に大都市では 「鰍千石,飽

千鈎」を消費するとある。林巳奈夫によれば,鰍 は魚の開 きで,こ れを30ト ン,飽 魚

を7.5ト ン消費するいう記事である[林 　 1975:34-35]。

　顔師古など後代の学者は飽魚は塩漬けの魚 と解釈 し,林 は塩を しないと腐ってしま

うからとの理由で塩を使用した,く さやの干物のようなものと解釈 している。ただ し,

飽魚つ くりに塩を使用 したという証拠はない。その腐臭が強調されることから,漢 代

の飽魚は無塩発酵魚である可能性をもつ。

8.　 系 譜 論 的 検 討

　以上の事例のなかで,こ れまでの一連の論文であつかってきた東アジア,東 南アジ

ァの魚醤とおなじものはどれであるか,ま た,他 の地域におけるおなじものがあると

すれば,そ れが東アジア,東 南アジアのものと系譜関係をもつものか,そ れぞれが独

立に起源 したものかを検討 してみよう。そのまえに,筆 者はどのような食品を魚醤と

いうカテゴリーに分類 しているのかについて説明 しておく必要がある。

　発酵と腐敗は,と もに微生物の作用で有機物が分解する現象であることにかわりは

ない。一般にその作用が人間にとって有用な場合を発酵とよび,有 害な場合を腐敗 と

よぶもののようである。

　ある食品を発酵 したものと認識するか,腐 敗 したもののカテゴリーに分類するかは,

文化によってことなっている。16世 紀に日本にやってきたイエズス会の宣教師である

フロイスは,日 本 とポル トガルの文化の比較を試みた著作のなかで,「 われわれ(ポ

ル トガル人)に おいては,・魚の腐敗 した臓物は嫌悪すべきものとされる。日本人はそ

れを肴(さ かな)と して用い,非 常に喜ぶ」とのべている[松 田 ・ヨリッセン　1983:

102]。 すなわち,日 本人にとっては嗜好品としてよろこばれた魚の内臓の塩辛が,ポ

ル トガル人にとっては食品のカテゴリーにはいらない腐敗物であるとしてうけとられ

ているのである。

　このことからわかるように,魚 介類を原料 とし,そ の蛋白質の一部,あ るいは大部

分が微生物(そ のなかに酵素もふくませることとする)の 作用で分解 している食品群

のなかから,こ こで論 じる魚醤とそれ以外の製品を識別する原理は,科 学的基準にも

とつ くというよりも,文 化的概念にもとつくものである。
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　日本に滞在する東南アジア出身者が故国の味が恋 しくなったとき,秋 田の魚醤油で

あるショッッルを利用 した料理をする。また,タ イのプラー ・ラーを口にした日本人

は,そ れを国の塩辛であると認識する。そのことは,魚 醤が東アジアと東南アジアに

共通する食品カテゴリーとしてうけとられていることを意味する。この文化的に認識

されている東アジァと東南アジァの魚醤一般に共通する性格を,自 然科学的た説明し

た場合,つ ぎのようなことになるであろ う。

　 「魚醤とは魚介類に塩を加えることによって,腐 敗(と 文化的に認識される微生物

の作用)を 防ぎながら,主 として原料中の酵素の作用によって蛋白質が分解 してでき

るアミノ酸のうま味をかもしだ した食品である。」

　現在の日本では健康問題に原因する食品の低塩化現象の影響で,塩 分10%以 下の塩

辛がおお くな り,冷 蔵管理が必要な食品となっている。また,の ちにのべるように,

東南アジァの小エビ塩辛ペース トには極端に塩分のす くないものがある。このような

例外をのぞ くと,一 般に魚醤製造にあたっては二十数%以 上の塩が加えられるのがふ

つうである。後の章で くわ しく食品製造学的説明をするが,製 造時における腐敗防止

と長期保存のために高濃度の塩分を加えるのがふつ うである。魚醤は元来塩を加えて

つ くる保存食品である。塩がす くない,あ るいは塩を使用 しないで,分 解が進行した

魚介類を原料とした食品をつ くったら,こ の論文でとりあつかう魚醤の文化圏では腐

敗物のカテゴリーにいれられるであろう。

　自然科学的な説明のほかに,食 品としての利用法からする説明も必要である。塩辛

類を加熱調理する例も,東 南アジァではす くなくないが,そ れは生食可能な食品でも

あると認識されている。魚醤油,小 エビ醤油,小 エビ塩辛ペース トは調味料としても

ちいられるので,当 然加熱されることもおおいが,そ れらは料理の主材料としての食

品の地位を しめるものではない。

　のちにのべるように,お なじく塩を加えて魚介類を保存食品化 した塩蔵魚と魚醤を

化学的分析によって区別することはむずか しい。塩蔵魚を長期間保存しておいたら,

ア ミノ酸が生成されるのである。 したが って,塩 蔵魚と魚醤の区別点は,魚 肉をなる

べ く原形のまま保存しようという目的でつ くられたものか,積 極的に魚肉を分解 して,

天然の魚肉にはないア ミノ酸を基調としたうま味をつ くりだすことを目的として製造

したものであるかという,製 造の意図の別にある。

　たとえば,独 特の腐敗あるいは発酵臭のあるくさやの干物は魚醤であるか,ど うか

という質問をうけたことがある。内臓をとり去 ったムロァジの開 きを立て塩に漬 けて

から乾燥 したのが くさやの干物である。その立て塩の液は,と きには数十年間塩を補
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充 しな が ら,く りかえ して 使 用 して きた もの で,魚 の 可溶 成 分 の ほ か さ ま ざ ま な分 解

物 を ふ くん で い る。 そ こで,独 特の 風 味 の あ る千 物 に な る。 しか し,主 材 料 の ム ロア

ジそ の もの を直 接 分 解 させ た もの で は な く,分 解 物 を コ ーテ ィ ン グ した製 品 で あ り,

製 造 意 図 と して は魚 肉 を原 形 の ま また もつ 干 物 つ くりの バ リェ ー シ ョン と解釈 され,

魚 醤 と認 め る こ とはで きな い。

　 この よ うな 基準 に した が つて,さ きに の べ た 世 界 各 地 の 魚 醤 類 似 製 品 を検 討 して み

よ う。

　 ま ず,塩 をぜ ん ぜ ん 使 用 しな い極 北 の く酸 っぱ い 魚 〉 とブ ータ ンの保 存魚 は,東 ア

ジァ,東 南 ア ジァ の魚 醤 と は タ イ プの こ と な る食 品 と して 除 外 して よ い で あ ろ う。 ア

ッサ ム のsidal(hidal)に は 塩 を利 用 した製 品 もあ る が,基 本 的 に は 塩 を必 需 品 と し

な い製 法 の もの で あ る の で,こ れ も魚 醤 か ら除 外 され る。 西 ア フ リカ に 分布 す る製 品

の 塩 分 濃 度 は不 明 で あ る が,塩 を使 用 しな い製 品 が あ る こ と,海 水 を 利 用 した 製 品 の

記 載 が あ る が,海 水 の塩 分 濃 度 は3%台 にす ぎず,そ れ で は こ こで あ つ か う魚 醤 と お

な じよ うな製 品 に な る と はか ん が え づ ら いの で,こ れ も除 外 され る 。

　 ス リラ ンカ のjadiは 大 量 の塩 で 漬 け る こ とは魚 醤 とお な じで あ るが,本 来 的 製造

意 図 が塩 蔵 魚 で あ る とか ん が え られ るの で,こ れ も対 象 外 とな る。 トル コ,ギ リシ ャ

の イワ シの塩 漬 製 品 も お な じで あ る。

　 こ う して 消去 法 のす え に残 るの が ア ッサ ムの タ イ ・フ ァ ーケ 族 の つ くる塩 辛 と,古

代 ロー マ の リク ア メ ン ーガ ラムで あ る。

　 さ きに のべ た よ うに,タ イ ・フ ァーケ 族 の 塩 辛 を しめ す 名 称 は 東 北 タ イ に お け る淡

水魚 の塩 辛 を しめす こ と ば と 同系 で あ り,こ の 部 族 そ の もの が タ イ か らア ッサ ム に移

動 して きた こ とが わ か って い る。 した が って,地 理 的 に飛 び 地 を な して い て も,系 譜

的 に は東 南 ア ジァ の魚 醤 文 化 圏 にふ くめ られ る もの で あ る。

　 そ れで は古 代 ロー マ の魚 醤 油 と東 ア ジア,東 南 ア ジア の 魚 醤 文 化 圏 の あ い だ に は系

譜 的 関 係 が あ る の か,そ れ と も直 接 の 関係 は な しに,独 立 発生 した もの か?

　 Ngo　 Ba　Thanhは ベ トナ ムの 魚 醤 油 で あ るニ ョ ク ・マ ムの 研 究 書 の なか で,18世

紀 に ベ トナ ム に や って きた ギ リ シア ー ラ テ ン系 の 航 海 者 が,古 代 ロ ーマ の ガ ラム を ベ

トナ ムに 伝 え た とい う説 を紹 介 して い る[NGo　 BA　THANH　 1953:13-21]。 古 代 ロ

ーマ の魚 醤 油 が地 中海 圏 に近 世 まで 残 存 し
,そ れ が ベ トナ ムに もた ら され た とい うの

で あ る。 しか し,そ れ は証 拠 な しの 空 想 に ちか い説 で あ る。 魚 醤 油 が 古 代 ロ ーマ と ベ

トナ ム に存 在 す る か ら,伝 播 関 係 が 成 立 す るで あ ろ う とか ん が え るの は,近 視 眼 的発

想 で あ る。 の ち に のべ る よ う に,魚 醤 油 は塩 辛 の 汁 を 調 味 料 的 に使 用 す る こと に起 源
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するものであ り,地 中海から伝えられなくとも,東 南アジァには古くから塩辛汁の利

用が盛んであったとかんがえてよいのである。

　地中海と東南アジアのあいだの地帯である西アジア,中 央 アジア,イ ンド亜大陸に

おける魚醤の存在をしめす資料はない。この中間地帯に魚醤がないことは,東 西の魚

醤文化間に交流関係はな く,そ れぞれが独立に発生 したことをしめすものであろう。

すなわち,古 代ローマとアジアの魚醤のあいだには系譜関係はないものとかんがえて

よいであろう。

L　 東 アジア ・東 南 アジアにお ける魚醤の分化

1.　塩辛に起源す る魚醤の分化

　 この連続 した地域的分布をもつ,東 アジア ・東南アジアにおける魚醤の起源や伝播

について考察するまえに,魚 醤製造の原理にたちもどって,魚 醤 とはどのような食品

であるのか,ま た,す べての魚醤の基本となる塩辛からさまざまな種類の魚醤が派生

することを食品加工論の立場か ら整理を してみよう。

　すべての魚醤は原料の魚介類に塩を加えてつ くられる。魚に塩を加えることによっ

て保存食品化するということでは,魚 醤と塩蔵魚はおなじである。食塩添加による貯

蔵性の向上は,主 として脱水作用による水分の除去,た かい浸透圧による細菌原形質

の破壊に起因するが,そ のほかに塩素イオンの細菌にたいする直接的害作用,溶 存酸

素の減少による好気性細菌の発育阻止,細 菌の蛋白質分解酵素活性の抑制,な どによ

ると説明される[徳 永　 1983:79]。

　塩蔵魚 と魚醤のちがいは,塩 蔵魚においては自己消化作用や,微 生物の作用による

化学変化(発 酵 ・熟成)を なるべ く抑制することを目的として,魚 の筋肉をなるべ く

原形のまま保存 して料理材料とする意図のためにつ くられた食品であるのにたいして,

魚醤は積極的に化学変化をうなが し,そ の結果生成される遊離ア ミノ酸のうま味をか

もしだし,独 特の匂いやテクスチャーを生 じさせることを期待 した食品である点にも

とめられる。塩蔵魚はほとんど化学変化をせずに魚の筋肉がそのまま残 っているのに

たいして,魚 醤の場合は筋肉が溶けて分解 し,構 成要素のア ミノ酸になっている部分

がおおい。筋肉(蛋 白質)に は味がないが,ア ミノ酸に分解すると味がでて くる。

　そこで,魚 醤では魚の内臓も漬けこむ製品がおおいのにたいして,一 般に塩蔵魚製

造にさい しては強力な蛋白質分解酵素をふ くむ内臓を除去 してから塩漬けにする。

　ただ し,塩 蔵魚でも長期間保存するうちには自己消化がおこり,魚 肉の分解 ・軟化
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を避けられない。 したがって,塩 蔵魚と魚醤の区別は遊離ア ミノ酸類の量の差にすぎ

ず,科 学的にこの両者を区別する明確な境界線を設定することは不可能である。

　こうしてみると,発 生的には魚醤は塩蔵魚の製造過程のなかで偶然発見され,そ の

うま味に着 目して,意 図的に製造されるようになった食品であろう。そのもっとも単

純で,基 本的な製法は魚と塩だけを原料として製造する方法,す なわち塩辛つくりで

ある。

　魚醤とおな じく発酵 ・熟成過程をもつ魚介類を原料とした食品に第2論 文で報告し

たナレズシがある。ナレズシは塩をした魚介類,と きには鳥獣肉に米飯その他の澱粉

質の原料を加えてつ くる。ナレズシは魚肉の自己消化によるアミノ酸などのエキス分

や,乳 酸菌,嫌 気性菌,酵 母などが飯の糖類から生産する種々の有機酸やアルコール

などによる風味をもち,ま た,生 成された有機酸などの影響でpHが 低下することに

よって雑菌の増殖を抑制 し,貯 蔵性をました食品である[藤 井　1983:233]。

　第2論 文の事例にみたように,す べてのナレズシは飯などの澱粉の原料を加えるほ

かに,魚 などの主材料に塩をする過程をもっている。 したがって,ナ レズシもまた,

魚に塩を して保存する技術から発生 したものとかんがえられる。発酵 ・熟成期間が短

く,魚 肉の分解が進行 していない塩辛を,食 事のさいに米飯にまぶ したまま食べ忘れ,

放置しておいたら酸味と独特の風味をもつ食品になっていた,と はナレズシの起源を

説明する話 としてかんがえられようが,そ れは想像の世界に属することである。

　魚醤製造のさいに風味を増す意図で米ヌカ,煎 米粉,コ ウジなどを混ぜることがあ

り,そ れはナレズ シの製造法に類似するし,ナ レズシと魚醤の中間形の食品が存在す

ることは第2,第5論 文でのべたとおりである。東アジア,東 南アジァの魚醤の分布

圏とナレズシの分布圏がほぼ一致することからも,こ の2つ の食品が相互関係をもっ

て発達 したものとかんがえられる。したがって,こ こではナレズシも念頭におきなが

ら,魚 醤の分化について検討 してみよう。

　魚と塩だけを原料としたもっとも単純な塩辛を出発点として,さ まざまな種類の魚

醤が派生することを摸式図に してみたのが図1で ある。 この図の例にしめした各種の

製品の細部については東アジァの魚醤についてのべた第1論 文,東 南アジアの魚醤に

ついてのべた第5論 文の事例を参照されたい。

　まず,主 として物理的操作による形態の変化を重視 した製品について説明しよう。

　調理にさいしての簡便さを主目的として,塩 辛をつぶ してペース ト状に した製品で

ある塩辛ペース トがビルマとカンボジァに発達 している。この種の製品をつ くる工程

には,魚 肉をつ きつぶすだけではな く,つ ぶすまえに魚におもしを したり,生 乾きに
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図1　 魚を原料とした魚醤の系統関係をしめす(矢 印は塩辛か

　　　らの派生関係,点 線は製品相互間の類似性をしめす)

したりしてある程度水分を除去する作業がともなっている。さもないと,魚 体をつぶ

す ことによって水分がふつうの塩辛に くらべておおくなり,最 終製品が汁状の ドロ ド

ロしたものになってしまう。ふつ うの塩辛ペース トは日本のすり味噌状のやわらかさ

の製品であり,そ のような製品に仕上げるためにはカメに漬けこむまえに水分を除去

す ることが必要である。これ らの塩辛ペース トの利点は,つ きくだくことによって骨

の除去 しづ らい小魚類を利用で きること,調 理のさいに味噌とおなじように溶かして

スープ状に利用がで きる点にある。

　タイ南部とマレー半島北部に分布するブ ドゥは発酵 ・熟成させて得 られた浸出液ば

かりではな く,塩 辛状の魚肉をもす りつぶ して混入 したコロイド状の液体調味料であ

り,浸 出液のみを集めた魚醤油と塩辛ペース トの中間に位置する製品である。ブ ドゥ

には酸味料であるタマ リンドを一緒に漬けこんだり,製 造の最終段階でタマ リンド水

をブレンドすることがおこなわれる。

　塩辛つ くりの容器から浸出液をす くいとり,そ れを調味料として利用するのを図1

では塩辛汁と表現している。塩辛汁を調味料 として利用することは各地でおこなわれ

ている。
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　塩辛汁と魚醤油のちがいは,塩 辛汁は塩辛つ くりの副産物としての製品であるのに

たいして,魚 醤油は魚体のほとんどを分解 して液体化することを目的として製造され

ることにある。 したがって,塩 辛つ くりよりも長期間の発酵 ・熟成がなされ,液 体を

濾 しとったあとの固形部分は原則として食用にはされない。また,現 在では海水産の

魚を原料として企業的に製造され,番 醤油のように二番 しぼり,三 番 しぼりなどの技

術が適用された製品がおおい。

　こんどは,発 酵 ・熟成のさいに塩以外の材料を混入 して風味を増進する効果をねら

ってつ くる,化 学的操作を重視 した製品について説明 しておく。

　タイの塩辛であるプラー ・ラーのなかには煎米粉や米ヌカを混ぜたものがある。そ

のことによって,い くぶんテクスチャーが変化するという物理的な効果もあるであろ

うが,主 として煎米粉や米ヌカの香気成分が加わることによって製品の香りをよくす

る目的でおこなわれる。東北タイでパー ・チョームとよばれる煎米粉を混ぜてしこむ

塩辛のなかには,煎 米粉に米飯を加えてつくる例もあり[石 毛　 1987a:644],こ う

なるとナレズシとの区別がつきがたくなる。

　東北タイと北タイでつくられるパー ・チャオは塩を した魚にモチゴメの飯にコウジ

を加えて甘酒状にしたものを混ぜて発酵させた食品であり,こ うなるとわが国のナレ

ズシ形の食品であるイズシとおなじものになる。いっぽう,わ が国の塩辛に風味増進

のためコウジをいれたものがあること,つ ぎにのべる中国のく魚醤〉もコウジを利用

したもので,こ のへんは魚醤とナレズシの中間の食品としてかんがえるべきであろう。

　一連の論文のなかでは,一 般名称としての魚醤と区別するために中国の古典料理書

にあらわれるおなじ文字を使用 した製品をく魚醤〉と表記 している。〈魚醤 〉のつ く

りかたの変遷は第1論 文の表にくわ しいが,〈 魚醤〉とは塩をした魚にさまざまな種

類のコゥジ,香 辛料,酒 をいれてつくった塩辛である[石 毛　 1986:35--39]。 酒を塩

辛に加えることはわが国でもおこなわれる。このく魚醤〉の液体部分を採集したく魚

醤〉汁を調味料として利用 したことは 『斉民要術』に記述されている。

　東南アジァで魚醤つくりにコウジを利用するのはベ トナム,カ ンボジア,タ イであ

る(ラ オスについては未確認)。それはおそらく中国と密接な歴史的関係をもつベ トナ

ムを経由 してもたらされた技術であろう。ナレズシつ くりにおいてはフィリピンのル

ソン島とマレーシアのペナン,マ ラッカでベニコウジを使用するが,そ れは第2論 文

で考証 したように華僑が伝えた技術であるとかんがえられる。

　図1に はあらわれないが,ほ かに化学的操作としては魚醤つくりにおいて蛋白質分

解酵素をもつ材料を添加する方法がある。タイのケン ・バク・ナットは魚肉をきざん
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だものに魚卵,パ イナップルをきざんだもの,塩 を混ぜてつ くった塩辛である。パイ

ナ ップルは芳香 ・酸味料としての効果のほかに,そ の酵素が魚肉の蛋白質を分解する

効果をもつものとかんがえられる。同様の効果を期待して,ベ トナムの魚醤油である

ニ ョク ・マムつくりのさいにパイナップル ・ジュースやジャックフルーッが添加され

ることがある。

　以上,魚 を原料とする塩辛の派生品についてのべたが,魚 の内臓や魚卵,カ ニや貝

類を原料とする魚醤も原理的には図1の 模式図で説明することが可能である。

2.小 エ ビ塩辛 ペー ス トの起源

　小エビを原料とする魚醤には小エビ塩辛,小 エビ塩辛ペース ト,小 エビ醤油の3種

類がある。小エビ塩辛は魚の塩辛に,小 エビ塩辛ペース トは魚の塩辛ペース トに,小

エビ醤油は魚醤油に,そ れぞれ対応した食品である。 したがって,魚 の塩辛つ くりか

ら派生 した製法がすべての小エビ製品にも適用されたものである,と は単純にはいい

きれない側面があることを指摘 しておく必要がある。

　わが国のア ミの塩辛,朝 鮮半島のセウジョッ[石 毛　1986:23-24],フ ィリピン

のバゴオン・アラマン[石 毛 ・ラドル　 1987:303]な どの小エビを原料とするふつ

うの塩辛については問題がない。それは魚の塩辛つくりの方法が小エビに適用された

ものであろう。

　図2に 分布をしめしたように,小 エビ塩辛を原料 としてペース ト状に加工 したもの

にには2つ のタイプがある。すなわち中国の蝦醤 と東南アジァ型の小エビ塩辛ペース

トである。

　魚醤原料としての小エビの特徴は,甲 殻におおわれていることと,魚 に くらべて水

分がおおいことにある。そこで,小 エビをそのまま塩辛に加工 した場合は,汁 気がお

おく,殻 のテクスチャーが口に違和感をかん じさせるものになる。

　小エビの塩辛を長期間発酵 ・熟成させることによって,分 解が進行 し,ド ロドロに

なり,殻 のテクスチャーをかん じさせないものにしたのが蝦醤である。蝦醤は液体部

分もおおい,ゆ るめのペース ト状のものが普通だが,こ の液体部分を分離 して,小

エビ醤油である蝦油を製造 し,残 った固形部分を蝦醤とした場合はもっと固めのペー

ス トになる[石 毛　 1986:29-33]。

　それにたい して,東 南アジア型の小エビ塩辛ペース トは,そ の製造過程に乾燥とつ

きくだきの工程をふ くんでおり,完 成品は水分の比較的すくない半固形状の製品とな

る。また,バ ングラデシュとジャワ島の小エビ塩辛ペース トには塩を使用せずに発酵

218



石毛　 魚醤の起源と伝播

図2 東南 アジア型小 エビ塩辛ペース トと蝦醤の分布

させ る製 品 が あ る こ とが注 目 さ れ る[石 毛 ・ラ ドル 　 1987:240-243,262-263,279

-281
,284-290,294--299,303-306]。

　 半 固形 状 の 製 品 にす るた めに,東 南 ア ジァ の小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トはす べ て,つ き く

だ くま え に,水 揚 げ した小 エ ビを マ ッ トな どの うえ に ひ ろ げ て,乾 燥 す る工 程 を も っ

て い る。 乾 燥 工 程 で水 分 を 除去 す る こ と に よ り,使 用 す る塩 の 分 量 が す くな くて す む

し,ま た,乾 燥 させ る こと に よ って,ア ミノ酸 類 を主 とす る エ キ ス分 が 濃 縮 され て,

つ よ い 「うま 味」 を もつ 製 品 に な る。

　 魚 体 が ちい さ く,鮮 度 の 低 下 の は や い小 エ ビを食 用 と す る た め に は,と りたて を す

ぐ さま 加 熱 して 食 べ るか,魚 醤 に加 工 す る か,干 しエ ビに加 工 す る しか な い。 一 時 に

大 量 に 漁 獲 され る小 エ ビの 保 存 法 と して,も っ と も単 純 で,魚 醤 に先 行 す る技 術 と し

て,干 し エ ビに 加 工 す る方 法 が あ った もの と かん が え られ る。
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　干 しエビを食用にするさい,殻 の歯ざわりをな くし,テ クスチャーを改善するため

には,つ きつぶし,粉 末状にするのがいちばんである。 このとき,な まかわきの状態

でついたものを放置 しておけば,発 酵 して,塩 なしの小エビのペース トになる。そこ

に防腐効果や食味の改善を期待 して,塩 を混ぜてつ くるようになったのが,現 在の小

エビ塩辛ペース トではなかろうか,と いう論が成立 しよう。

　 このかんがえかたを採用するならば,小 エビの塩辛と小エビ塩辛ペース トは起源的

にことなる食品であるということになる。ただし,筆 者としても,千 しエビから東南

アジァ型の小エビ塩辛ペース トが起源したと確信 しているわけではな く,無 塩の小エ

ビ塩辛ペース トの起源を説明する作業仮説として,こ の説明原理を提 出したまでのこ

とである。

　小エビ醤油は,一 般に,小 エビの塩辛,小 エビ塩辛ペース トつ くりのさいの副産物

として得られる。すなわち,小 エビの塩辛の液体部分を採集したり,小 エビ塩辛ペー

ス トつ くりで,乾 燥工程で小エビからしたたる液体を集め,そ れに塩を混ぜて,熟 成

させてつ くられる。小エビ醤油を製造する地域は魚醤油の分布に一致 し,マ レー半島

南部やインドネシアのように,小 エビ塩辛ペース トが存在 しても魚醤油の利用のない

食習慣の場所では,小 エビ醤油はつ くられない。このことは,小 エビ醤油が魚醤油の

影響で製造されるようになった食品であることをものがたっている。

皿.魚 醤 とナ レ・ズ シの起 源 と伝播 に関す る歴史民族学的検討

1.　 製 塩 史 の 問 題

　東南アジァ型の小エビ塩辛ペース トが,塩 を必要としない製法に起源する可能性を

残すことをのぞ くと,他 の種類の魚醤 とナレズシは,そ の製造にあたって塩を必需品

とする。東アジァ,東 南アジア各地における伝統的な魚醤の製法では,ふ つう魚の重

量の30%前 後の塩が混ぜられる。 したがって,塩 がふんだんに入手できる場所でな く

ては,魚 醤つ くりは不可能である。

　そこで魚醤やナレズシの起源や伝播を考察するためには,製 塩と塩の供給の歴史の

検討を欠かす ことがで きない。 しかしながら,魚 醤とナレズシの分布地域のなかで,

近代以前の塩の歴史についての研究がなされているのは日本,中 国 くらいのものであ

る。そのなかでも,文 献資料出現以前の時代についての考古学的資料によって,古 代

の塩についてある程度解明がすすんでいるのは日本だけである。

　 日本　 　わが国では土器に海水をいれて煮つめる土器製塩法がもっとも古 く,縄 文
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時代後期後葉になって関東地方の沿岸に製塩用の土器が出現 し,縄 文時代の終末まで

に東北日本に普及する。いっぽう,西 日本では縄文時代の関東地方 とは別の製塩土器

が,弥 生時代中期から瀬戸内海沿岸を中心に各地に分布 してゆく。製塩土器の出現に

よって,は じめて塩つ くりがなされるようになったという仮定を した場合は,岩 塩を

産出しないわが国では,は や くても縄文時代の終 り頃,つ ぎにのべる条件を加味した

場合は,た ぶん弥生時代になって魚醤つ くりの準備がととのったということになる。

　一・般に狩猟採集民は動物の臓器,血 液などから間接的に塩分を摂取 し,製 塩をおこ

なわない し,ア ジア,太 平洋の根栽農耕民や焼畑農耕民も製塩をおこなうことはまれ

である。塩の本格的生産と消費が本格的になされるのは高度の農業社会においてであ

る。

　現存するアジアの水田農耕社会はいずれも塩を必需品とする食生活を営んでいる。

伝統的に,水 田農耕社会では,塩 を生産しない場所で も,交 易関係により塩を入手で

きる方法を確保 していた。はるか過去における事実については知るてがかりがないが,

民族誌的事例によってわかる範囲においては,ア ジァのすべての水 田農耕民の台所で

は,も っとも基本的な調味料として塩が使われてきたのである。

　このことを考慮にいれると,製 塩土器の有無という考古学的資料とははなれて,わ

が国に水田農業がもたらされたときには,塩 とコメがセットになった食生活がはいっ

たであろう。わが国の水田稲作の故郷の地がもし中国の江南であるとしたならば,そ

こでは当然,そ の時期には塩をもちいた食事がなされていたはずである。また,弥 生

時代前期の西 日本に製塩土器が発見されな くとも,別 の方法による製塩がおこなわれ

ていたとかんがえる余地が残されている1)。実証する資料はないが,ア ジアの他の海

塩利用地域でも,水 田稲作の開始された時期には,な んらかの製塩技術が知られてい

たのではなかろうか。それが魚醤の製造にまわされるほどの生産量があったか,ど う

かは別 として。

　朝鮮半島　　李盛雨によると,朝 鮮半島の新石器時代における製塩の証拠となる資

料は発見されていないとのことである。 『漢書』 の記事によると楽浪は魚塩が豊富で

あり,そ れは中国の植民地であった楽浪では,中 国の技術の導入による製塩がおこな

われたものと,李 は推定 している。 『魏志』東夷伝の高句麗の記事で,こ の国におけ

る貢納について説明するくだりに,「下戸遠憺米糧魚盛供給之」とある。また,高 句麗

が沃沮を属国化 したさい,沃 沮から魚塩を貢物としてうけとったことが記 されている。

1)た とえばニ ューギニァ高地では塩泉 に植物を浸 したの ち焼 き,灰 のなかか ら塩の結 晶を手で

つまみとって集める[石 毛　 1976]。 後代に 「藻塩焼 く」 と表現 される製塩法の もとは,こ の

ような方法であ った可能性 もかん がえ られる。土器 がな くて も塩 つ くりはで きるのであ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　221
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朝鮮半島 に岩塩 は産 しないので,こ れ らの塩 は海塩 とかんがえてよい[李 　 1978:

51,146--148]。

　中国　　中国では海塩のほかに,古 くから内陸産の塩の生産があった。黄河文明の

発生地は山西省の大塩池をひかえていたし,漢 族の版図の拡大とともに四川省,雲 南

省の塩井が開発された。前漢代から塩は国家の専売品となり,今 世紀になるまで塩の

専売収益が歴代王朝の国家財政をささえて きた。そこで,塩 の供給網は古くから全国

にめぐらされていたが,価 格は官の統制下にあった。塩と魚醤の関係についていうな

らば,清 朝末期においてす ら,「専売制のため塩が高価なので魚醤油をつ くることが困

難であろう」と評されていた[農 商務省水産局　 1913:405]。 中国で魚醤があまり発

達 しなかったのは,こ の塩の専売制度に関係をもつことかもしれない。

　東南アジア大陸部　　現在は東南アジア大陸部の沿岸各地で塩田が営まれているが,

その歴史については不明である。東南アジアの製塩をめぐる民族学的論考をした大林

太良によれば,現 在の海岸部での製塩技術はおそらく,チ ャンパ王国,ク メール族,

モン族などのオース トロァジァ,お よびオース トロネシア系民族の古代文明における

製塩を継承するものであるとされる。

　大林によると,東 南アジァ内陸部においては,イ ンドシナ半島北部から四川省,雲

南省につづ く赤色砂岩層に含塩層があり,そ こから出る塩井,あ るいは地表にあらわ

れる塩華を利用 した製塩が,ラ オス北部,タ イ北部のナン川流域,東 北タイのメコン

川ぞいの地域,ビ ルマのシャン州でおこなわれる。ビルマにおけるビルマ族 による製

塩をのぞ くと,内 陸部における製塩はタイ醤ラオ系の水田農耕民によっておこなわれ,

山地の焼畑農耕民は製塩に従事することはな く,交 易によって塩を得ているという。

このことからも,焼 畑農耕民のあいだで魚醤やナレズシが発達する可能性はす くない

とかんがえられよう。

　東北タイのコラー ト高原において地表にあらわれた塩華の採集がおこなわれること

に注目される。塩分を溶かし乙んだ赤色砂岩層の地下水位が雨季に上昇 し,地 表にあ

らわれ,乾 季に地表の水が蒸発すると塩華となる。これを原料として製塩がおこなわ

れる。この製塩法は東北タイの主要民族であるラオ族によって,コ ラート高原各地で

おこなわれてきたが,そ れは先住民のクメール族から伝えられた技術とかんがえられ

ている[大 林　 1968:69-84]。 こうしてみると,ア ジァのなかで魚醤とナレズシにた

いす る依存度のもっともたかい食生活をお くる東北タイは,塩 資源の容易に得られる

地域でもあるということになる。

　 こうしてみると,東 南アジア大陸部での魚醤の起源について論 じるさいの前提条件
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とな る製 塩 に つ い て は,こ の 地域 の古 代 の製 塩 に関 与 した 民 族 と して,ク メ ール族,

モ ン族,チ ャ ム族 の3民 族 が あ げ られ る と い う こ とに な る。

2.　東南ア ジア大陸部での魚醤 とナレズシの起源に関す る仮説

　 (1)　東南アジア大陸部の民族史的背景

　東アジァから東南アジァの島嶼部にまでひろがる魚醤 とナレズシの分布圏のなかで,

現在,魚 介類の発酵食品の種類がもっともおお く,食 生活における重要度がたかいの

は東南アジア大陸部であり,そ こはこの種の発酵食品の文化のセンターのひとつであ

るとかんがえてよい。

　それでは,こ の地域では,い つごろ,ど の民族が魚醤やナレズシをつ くりだし,そ

れらの食品がどのように東南アジア各地に伝播 していったのかということが問題とな

って くる。残念ながら,こ の疑問にたい しての明確な解答を提出することは困難であ

る。この種の食品に関する歴史的文献資料がいっさい残っていないからである。

　直接的な資料がな くても,さ まざまな状況証拠から,こ の問題にできるだけ迫って

みよう。すなわち,東 南アジアの民族史,漁 業生態学,比 較言語学などの手段によっ

て,断 定はできないまでも,研 究の現状からするもっとも蓋然性のたかい仮説をかん

がえてみようと試みるのである。そのための基礎 として,こ こで,東 南アジァ大陸部

における諸民族の移動の歴史と魚醤とナレズシに関する民族地理的な背景をのべてお

こう。

　海産の原料を前提とする小エビ塩辛ペース トをべつとすると,大 局的にいえば,ベ

トナムをのぞくインドシナ半島部の伝統的な魚の発酵食品は淡水魚である。それにた

いして,ボ ルネオ,ジ ャワ,ル ソン島で淡水魚のナレズ シをつ くることがあるのをの

ぞくと,マ レー半島部 と東南アジァ島嶼部におけるこの種の食品は海産物を原料にし

ているちがいがある。フィリピンのルソン島とピサヤ諸島で海産物を原料とした塩辛

が多用され,マ レー半島のタイとの国境地帯でブドゥがよく使用されるが,そ のほか

の半島部,島 嶼部では小エビ塩辛ペース トのほかの魚介類発酵食品は存在 しないか,

あっても局地的に利用 されるものにすぎない。こうしてみると,東 南アジアにおける

この種の食品は大陸部の淡水魚地帯で発達 したものであるとかんがえてよいであろう。

　 ベトナムのソンコイ河(紅 河)デ ルタの開発が漢代にまでさかのぼるのを例外とす

ると,他 の東南アジァ大陸部のデルタの海岸部に接 した地帯が開発され,そ こに人口

が集中するようになったのは19世紀以降のことである。それまでは人口のおお くは内

陸部の水田耕作適地に集中し,淡 水魚が伝統的な漁業資源であった。 したがって,大
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陸部における魚醤やナレズシは淡水魚の漁業のうえに成立 したものである。

　現在,淡 水魚の魚醤やナレズシが発達 している地域は,イ ンドシナ半島のアンナン

山脈の西側から,下 ビルマにかけてである。インドシナ半島の北部か ら上ビルマにか

けての山岳地帯に居住する焼畑耕作を営む少数民族はこの種の食品をつ くらないのが

ふつうである。 したがつて,平 野,台 地,盆 地での水田農耕民が魚醤とナレズシの文

化のにない手である。現在の民族でいえば,タ イーラオス系諸族,ビ ルマ系諸族,ク

メール族がその主要な民族である。

　 しかし,歴 史的な事柄を検討するためには,現 在の民族分布に落ちつ く以前の,こ

の地域における民族分布を考慮にいれておく必要がある。

　南下するベ トナム人(キ ン族)と のながい歴史的抗争のすえに,チ ャム族のチャン

パ王国が滅亡するのが17世紀末で,そ れまでは現在のベ トナムの国土の南半はチャム

族の土地であった。

　 2世 紀の扶南建国以来,ク メール族は現在のカンボジアのみならず,タ イのおおく

の地域を版図としていた し,モ ン族もタイに進出 していた。雲南方面から南下するタ

ィーラオス系諸族が北タイのモン族の国を滅ぼすのが8世 紀のことであり,13世 紀に

なると,中 部タイがクメールの支配を脱 してタイ人の王国であるスコタイが建国され

る。

　 チベ ット高原東部から南下するビルマ系諸族が,そ れまでモン族の土地であったパ

ガンに王朝を建てたのが11世紀である。

　 したがって,タ イ=ラ オス系諸族とビルマ系諸族の南下以前の主要な民族分布は,

アンナン山脈の東側はベトナム人とチャム族,西 側はクメール族 とモン族によって し

められていたとかんがえてよい。

　 ビルマ系諸族は現在の中国領中央アジァからチベット方面に起源するといわれる。

中央アジアとチベット高原部に分布する民族は,伝 統的に漁業をほとんどおこなわな

い生活様式を営んで きた。したがって,ビ ルマ系諸族が魚を発酵させる文化をインド

シナ半島にもたらした人びとである可能性はないものとかんがえてよいであろう。

　 タイ=ラ オス系諸族は中国西南部から雲南を経由して,イ ン ドシナ半島に移住 して

きた。現在,中 国領内に分布するタィーラオス系諸族のあいだでナレズシをつ くるこ

とは知 られているが,そ れ以外の魚醤を利用している報告に接 していない。また,長

江以南のいわゆる百越の地(百 越のおお くはタイーラオス系諸族であったとかんがえ

られている)の 少数民族のあいだでは,ナ レズシの報告はあっても魚醤に関 してはベ

トナムに接 した地帯の京族(キ ン族におなじ)が ニョク ・マムとおなじ魚醤油をつ く

224



石毛　 魚醤の起源と伝播

るとの報告があるくらいのもので,積 極的に淡水魚の発酵製品を利用する文化の中心

地であったとはかんがえづらい。となると,タ ィーラオス系諸族もインドシナ半島に

移動 して きてから,食 生活に発酵魚のしめる比重がたかくなったのではないかとおも

われる。

　こうして,消 去法で可能性を限定していくと,東 南アジァ大陸部における発酵魚の

文化のにない手はインドシナ半島の先住民であるベ トナム人,チ ャム族,ク メール族,

モン族のいずれかであり,タ ィーラオス系諸族とビルマ系諸族の侵入以前から,こ れ

らの食品がインドシナ半島で発達 していたであろうという結論になる。しかし,そ の

ことを直接的に証拠だてる歴史的文献資料はいまのところ発見されていない2)。

(2)水 田漁 業 と モ ンス ー ン

　 この 問 題 とな る東 南 ア ジ ァ大 陸 部 の水 田耕 作 地 域 には,水 田漁 業 とで もい うべ き類

型 の 淡 水 魚 を 対 象 と した漁 業 の 発達 が み られ る。 水 田 その もの や水 田に つ な が る 水路

で 魚 と りを し,そ れ が主 要 な動 物性 蛋 白質 源 にな る生 活 を す るの で あ る。 水稲 の 耕 作

と魚 と りが 一 体 化 した生 活 様 式 で あ る が,商 業 ベ ース に は の らず に,専 業 化 した漁 民

で は な く,農 民 の お か ず と りの漁 業 で あ るた め にあ ま り注 目 され な か った が,水 田漁

業 は,わ が 国 を もふ くめ て,水 田農 耕 の 生 活 様 式 を かん が え る うえ で重 要 な 問題 で あ

ろ う。 この 水 田 漁業 が い ちば ん発 達 して い るの が,東 南 ア ジ ァ大 陸部 で あ り,そ れ は

この 地 域 に お け る,モ ンス ー ンに よ る水 田の冠 水 現 象 と も関係 を も って い る。

　 こ こで メ コ ン水 系 に例 を と り,東 南 ア ジア大 陸 部 で の 淡 水 魚 の 生 態 と水 田漁 業 につ

いて かん が え て み よ う[RUPDLE　 l987]。

　 メ コ ン水 系 の 淡 水 魚 は 生 理 ・生 態 的 に 「白 い魚 」poissons　 blancsと 「黒 い魚 」

poissons　 noirsの2群 に わ け られ る。 「白い魚 」 は プ ラ ン ク トン食 で 回 遊 性 が た か く,

乾 季 の 悪 条 件 を 避 けて,水 位 の変 動 に応 じて,メ コン川,ト ン レサ ップ湖,浸 水 林 の

あい だ を 移 動 す る。「黒 い魚 」は 減 水 と酸 素 不足,一 時 的 な乾 燥 に も耐 え る こ とので き

る魚 種 で,底 棲 性 で,昆 虫 や小 魚 を捕 食 し,移 動 す る こ とが す くな く,減 水 した湖 水,

川,浸 水林 に と どま る[多 紀 　 1975:152]。

　 ウ ロ コが銀 色 に輝 く こと か ら 「白 い魚 」 と名 づ け られ た グル ープ は コイ科 の魚 に代

表 され,乾 季 の 終 りか ら雨 季 の始 め に か けて,産 卵 の た め,川 の 本 流 沿 い に 上 流方 向

2)[高 谷　 1985:211]に は,7世 紀 の扶南遺跡 か ら出土 した碑文K30に 魚醤の記載 があ ると記

されている。 この碑文を高谷 に紹介 した扶南 ・クメール資料に関する第一人者である上智大 学

アジア文化研究所長石 井良 昭教授 に依頼 して再解読 して もらった結果では,碑 文K30に は魚

醤に相 当す る食品の記述 はない とのことである。
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への長距離の移動をする。

　 「黒い魚」はナマズ,ラ イギョの類で,乾 季には川の本流のほか,沼 地,水 田など

の泥のなかでも生息可能で,川 の上流下流方向の移動はしないが,雨 季には冠水した

地域での短距離の水平移動をする。肉食性なので,雨 季には 「白い魚」の集中したと

ころに移動するのである。 この 「白い魚」と 「黒い魚」の概念は,メ コン水系のみな

らず,東 南アジァ大陸部の他の水系にも適用可能である。

　東南アジァ大陸部の水田地帯では,雨 季には水田や氾濫原の森林は冠水して しまう。

この雨季の最盛期には冠水地帯の植物の被覆が魚のか くれ場所になり,漁 具の使用が

困難であるし,こ の時期は産卵直後で魚体がいちじるしく小 さいものがおおいし,水

流もつよいので,漁 業活動にはむかない。そこで,主 要な漁業活動は,つ ぎの3条 件

にあてはまる場合になされる。

　①　産卵のために魚群が形成され,川 の上流方向へ遡行するとき。このときの漁獲

対象はコイ科の魚である。

　②　雨季の終 りに冠水が引くとともに,川 の本流にもどるために魚群が水たまりや

水路に集中したとき。このときにはコイ科と 「黒い魚」であるナマズ,ラ イギョ類の

両方が漁獲 される。

　③ 川の本流近 くの湖,沼 地,水 たまりでの漁業活動で,主 として 「黒い魚」が漁

獲対象である。

　重要なことは水田は,③ とおな じ生態系の場所を用意していることである。そこで,

雨季の最盛期をのぞいては,農 民が主要な生業の場である水田やそれにつづ く水路や

水たまりで,自 家消費用の魚とりをおこなうことが可能になっている。

　①の川の本流における漁業は専業化 した漁民によっておこなわれることがおおい。

農民がおかずとりとしておこなう水田漁業で,漁 獲が集中するのは,② の場合である。

すなわち,雨 季の終 りに冠水が引くさいに,水 田や用水路に筌をしかけた り,四 手網,

かい掘 りなどで,大 量の魚を捕まえることができ,一 年のうちでの漁獲量が集中する

ことは民族誌的報告にも記されていることである[田 辺　1978:90-91;水 野　1967:

13-14]。 このときに大量に得 られる魚には稚魚がおおく,料 理用や塩魚,乾 魚,燻 製

魚などには適 さないが,魚 肉を分解する発酵にはつこうがよいので,一 年分の魚醤に

加工されるのである。

　(3)　水田稲作の立地と魚醤とナレズ シ

　それでは,東 南アジア大陸部の水田漁業の生活様式のなかで,魚 醤やナレズシの保
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存食品として魚を加工する必要度のたかい場所はどこであるかを検討 してみよう。こ

の問題については,一 連の論文のなかですでにのべたこともあるので,簡 単に記述 し

ておく[石 毛　1987a:644-645,66　 1　一・665;石毛 ・ラドル　 1987:269-271]。

　高谷好一は東南アジァの稲作地形を水系の上流から下流にむかって,③ 山地,⑮ 扇

状地(山 間盆地),◎ 上部デルタ,④ 下部デルタに分類 し,こ の大河の水系モデル以

外のカテゴリーとして,天 水に依存する水田稲作の場所である,⑥ 台地,の5類 型を

あげている[高 谷　 1975]。 この高谷の分類にしたがって,各 類型の環境のなかで魚

醤 ナレズシが食生活に しめる比重について検討 してみよう。

　③ 山地……ここには水田農耕は発達せず,焼 畑農耕を営む少数民族の居住地とな

っている。この山地の焼畑農耕民は,家 畜,家 禽以外の動物性蛋白質源は狩猟に依存

しており,山 間部の谷川は漁業資源にとぼ しく,漁 業活動はいちじるしく低調である。

山地焼畑農耕民は魚醤つ くりの伝統を欠いている。また,東 南アジアにおける焼畑農

耕民のあいだにナレズシはみいだされていない。東南アジァ大陸部につづ く一連の山

地に居住する西南中国の少数民族のなかには,ナ レズシを製造するものもあるが,そ

れ らは焼畑農耕民のなかでも盆地に降りてきて,水 田農耕に従事 しているグループで

ある。これらのグループにおいては魚のほかに,家 畜,家 禽,狩 猟によって得た鳥獣

肉をナレズシにすることがある。

　⑤　扇状地(山 間盆地)… …はやくから灌瀧水路が発達 し,水 田稲作がなされた地

形の場所である。雨季の冠水と,乾 季の乾燥がきわだっており,乾 季になると乾燥に

つよい 「黒い魚」をのぞ くと,魚 があまり得 られない。 ここでは,乾 季における保存

食品としての魚醤やナレズシが重要である。

　◎　上部デルタ……タイのチャオプラヤ水系でいえば,ア ユタヤ王朝の主要版図を

想定 したらよいような類型の地形の場所である。雨季には一面の冠水地となるが,水

没 しない自然堤防があり,こ こが居住地 とされる。この地形の地域はゆたかな水資源

にめぐまれ,年 間をつうじて安定 した鮮魚の供給が可能である。 したがって,保 存食

品としての魚醤やナレズシの需要はなく,現 在では副食品ではなく,調 味料として魚

醤が使用される。

　① 下部デルタ……雨季には数十km四 方が冠水し,一 片の非冠水地も残さず水没

する地形である。伝統的には無人の地で,近 代になってからプランテーション農業と

しての稲作が始まった場所である。

　⑥ 台地……東北タイのコラート高原のように,局 地的に点在する低地にたまった

雨水を利用 した水田農耕の営まれる地形である。雨季には低地と河川,湖 沼がつなが
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り,一 時的に魚が水田に移動するが,乾 季になると漁獲量はいちじるしく減少する。

この類型は魚醤やナレズシが不可欠の保存食品として利用される場所である。

　以上の立地条件をタイ国にあてはめてみると,容 易に理解が可能である。すなわち,

③の山地に居住する非水田農耕民は魚醤,ナ レズ シをつ くらない。⑥にあたる東北タ

イで魚醤とナレズシがいちばん発達 し,つ いで⑮の類型にいれられる北タイの盆地で

よく利用されている。ナコンサワンからアユタヤにいたる◎地帯は,現 在では,豊 富

な漁獲環境に立脚 して,東 北タイ,北 タイに商品としての魚醤やナレズシを供給する

地帯になっているが,地 元では副食となる魚醤である塩辛類を利用せず,④ の類型に

あたるバンコク周辺 とおなじく,近 年になって商業的に製造されるようになった魚醤

油をもっぱら利用する地域になっている。

　 (4)東 南 ア ジ ァ大 陸 部 に お け る発 酵魚 の セ ンタ ー

　 さ きに の べ た よ うに,タ ィ ー ラオ ス系 諸 族 と ビル マ 系諸 族 が侵 入 す る以 前 か ら,イ

ン ドシ ナ半 島 に魚 醤 や ナ レズ シが 存 在 した の で は な い か と想 像 され るが,そ の こ と牽

立証 す る歴 史 資 料 は い ま の と ころみ い だ して い な い 。

　 状 況証 拠 と して は,第2論 文 で の べ た ナ レズ シの 中国 へ の 伝 播経 路 に 関 す る仮 説 が

[石 毛 　 1986],古 代 の イ ン ドシナ半 島 に 魚 醤 や ナ レズ シが 存 在 した で あ ろ う こ とを

支 持 して い る。 す な わ ち,故 篠 田統 の 研 究 に よ る と,漢 族 が ナ レズ シを 知 った の は,

中原 を 本 拠地 とす る漢 族 が 長 江 流 域 に 勢 力 を拡 張 した 後 漢 代 の ことで あ る と い う。 篠

田は ナ レズ シは 長江 の さ らに南 方 の 東 南 ア ジァ の 稲作 民 か ら伝 え られ た 食 品 で あ る と

か ん が え て い る[篠 田　 1966:162-163,1974:66]。

　 現 在東 南 ア ジアで ナ レズ シが も っ と もよ く利 用 され て い る の は,ラ オス,カ ン ボ ジ

ァ,東 北 タ イ,北 タ イで あ り,メ コ ン水 系 を 中 心 と した一 連 の 地帯 とな って い る。 山

が ちな ラオ スに お いて は人 口を 支 持 す る水 田耕 作 は,⑮ 扇 状 地 で お こな わ れ る し,カ

ン ボ ジ アに お い て は さ きの,⑥ 台 地 と おな じ生 態 系 の 場 所 で の魚 の保 存 法 と して ナ レ

ズ シが 発達 して い るの で,こ の ナ レズ シ利 用 の セ ンタ ーは さ きの 水 田立 地 論 に適 合 し

て い る。 この一 連 の地 帯 は,タ イ ー ラオ ス 系 民族 の侵 入 以 前 の時 代 を かん が え る と,

ク メ ール文 明 の版 図 と ほ ぼ一 致 して い る。

　 い っぽ う,渡 部 忠 世 は稲 作 の 起 源 と伝 播 に 関 す る 考察 の な かで,雲 南 か ら メ コ ン川

に そ って ラオ ス,タ イ,ベ トナ ム,ビ ル マ に 南 下 した 一 群 の種 類 の 稲 の 伝 播 ル ー トを

く メ コ ン系列 〉 と命 名 して い る[渡 部 　 1983:36-38]。 この く メ コ ン系 列 〉の 稲 作 の

伝播 の メ ィ ンル ー トは メ コ ン川 の 本 流 に そ った もの と かん が え られ,そ こが ナ レズ シ

と魚 醤 の 多 用地 帯 に一 致 す る。 米 飯 を 原 料 とす る ナ レズ シの起 源 を 考 察 す るに あ た っ
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ては,初 期の稲作との関連がふかい場所を想定すべきであろう。

　雲南から南下 した稲作が,イ ン ドシナ半島で水田稲作 として定着 したとき,モ ンス

ーンのサイクルと密接な関係をもつ水田漁業がこの地方に発達 し,そ こで,漁 獲の季

節的変動をもつ魚を保存するための技術として,淡 水魚を原料 とする魚醤とナレズシ

が生みだされたのではなかろうか。そして,こ の発酵魚のセンターとでもいうべ き地

帯は,内 陸塩の得やすい場所であ り,そ のいっぽう魚を保存食化する必要性のたかい

立地条件の場所でもある。

　さきに,ナ レズシの先行形態として魚醤があるとのべた。ナレズシが東南アジアか

ら長江流域に北上 した経路の食品であると仮定 したならば,中 国文献にナレズ シが出

現する以前から,こ の問題の地帯には魚醤が存在 していたということになる。 しか し,

これは仮説のうえに仮説を重ねた結果なので,こ れ以上の深追いは危険である。

3.　東南ア ジアにおけ る魚介類発酵食品の伝播

　東南アジアの基層文化を構成する文化要素のおおくは大陸部か ら島嶼部への伝播を

とげたものであり,そ の逆はきわめてすくない。魚介類の発酵食品の伝播も大陸部か

ら出発 して,島 嶼部にむかったものであろう。

　第7論 文で報告 した東南アジア各地における魚介類の発酵製品の名称に関する比較

言語学的分析の結果をてがかりにして,こ の種の食品の伝播に関する仮説をかんがえ

てみよう。このさい,魚 醤類のなかでいちばん基本的な食品である塩辛と東南アジァ

に特徴的 な小エビ塩辛ペース ト,そ れにナレズシを中心 に考察をすすめることにす

る。魚醤油と小エビ醤油については,の ちに東アジアとの関連においてのべることと

する。

(1)　東南アジァ大陸部

　 東 南 ア ジア 大 陸 部 で の魚 醤 の 名称 の な かで,言 語 学 的 に い ち ばん 古 い 層 に 位 置 す る

と かん が え られ るの が プ ラホ ックprahoc系 の 名 称 で あ る。　prahoc系 の 名称 は,ク

メ ール語 で は塩 辛 や塩 辛 ペ ース トを 表 わ し,ビ ルマ の モ ン語 で は 魚 醤 類 一 般 を しめす

こと ば と して も ちい られ る。 カ ンボ ジ アで ナ レ ズ シを しめすphaakも お な じ系 統 の

こ と ば と かん が え られ る。 こ う して み る と,prahoc系 の こ と ばは モ ンー ク メ ール語

に 由来 し,は じめ は ナ レズ シを もふ くめ た淡 水 魚 の 発 酵 製 品 一 般を しめ す 名 称 と して

成 立 し,の ちに ナ レズ シ との 名称 の分 化 が お こ った もの で あ ろ う。

　 の ちに,タ イ ー ラオ ス系 の民 族 が イ ン ドシナ半 島 に 進 出 して きて,先 住 民 の ク メ ー

229



国立民族学博物館研究報告　 14巻1号

ル 族 や モ ン族 か ら 魚 醤 や ナ レズ シを ひ きつ いだ が,名 称 は ひ きつ が ず に 塩 辛類 は プ

ラ ・ラーpla-ra系 の こ とばで よ び,ナ レズ シは 「酸 い魚 」 と い う意 味 の パ ー ・ソ ム

pa-som系 の 名称 を 使 用 す る こ とに な った 。

　 い っぽ う,イ ン ドシ ナ半 島 の西 部 に南 下 して きた ビル マ 族 は,こ の 種 の 食 品 を モ ン

族 か らう けつ いだ もの とか ん が え られ る。 魚 醤 つ く りの さい に カ メに ぎ ゅ う ぎ ゅ う詰

め こ む こ と か ら,ビ ル マ 語 で 「圧 した魚 」 とい う意 味 を あ らわ す ガ ピngapiが 魚醤 の

一 般 名称 とな り
,ナ レズ シは ビル マ語 で 「酸 い魚 」 とい う意 味 の ガ ・チ ンnga　 c'inと

よ ばれ る よ うに な った。

　 タ イ,カ ン ボ ジア で は小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トを カ ビkapiと い うが,こ れ はngapiか

ら借 用 した こ と ばで あ る とか ん が え られ る。 第7論 文 で 引 用 した よ うに,タ イで は ラ

ーマ4世(在 位1851-68)が
,kapi,　 ngapiと い う小 エ ビ塩 辛 ペ ース トを あ らわす 名

称 が ビル マ語 起 源 で あ る か ら との 理 由で,人 民 が使 用 す る こ とを 禁 止 し,あ た ら しい

タ イ語 名 称 を使 用 す るよ うに布 告 を 出 した(そ の あた ら しい 名 称 の使 用 は普 及 しな か

った)。 この こ とか らか ん が え る と,そ の 頃 ま で タ イ に お いて は,小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス ト

は あ ま り知 られ て い な い食 品で あ った可 能 性 も あ る。 小 エ ビ塩 辛 ペ ース トは海 産 の 小

エ ビを 原料 と し,現 在 タ イで は シ ャム湾 沿 岸 で 製 造 され る が,さ きに の べ た よ うに,

この 地方 の下 部 デ ル タ に接 す る海 岸 部 が 開 発 され るの は 近 世 に な って か らの ことで あ

る。 そ れ まで は タ イ,カ ンボ ジア の魚 介 類 発 酵 食 品 は 淡 水魚 を 原料 とす る もの で あ っ

た と推定 され る。 カ ビは ビル マ か ら,そ の 名 称 と と もに,あ た ら し く伝 え られ た食 品

で あ った の か も しれ な い。

　 カ ンボ ジア,ラ オ ス,ビ ル マ に 淡 水 魚 の 塩 辛 ペ ース トが分 布 す る。 小 魚 を つ き くだ

い て,味 噌 の よ うな ペ ース ト状 の 塩 辛 に 加 工 した もの で あ る が,つ き くだい た さ いに

魚 か らで た水 分 で 水 っぽ くな るの を 防 止 す るた め に,製 造 過 程 に乾 燥 工 程 を も って い

る。 骨 の お お い魚 の 塩 辛 を 食 べ や す く した り,調 味料 と して水 に溶 け やす く した 製 品

で あ る。 カ ンボ ジア と ラオ スの もの は ク メ ール族 か ら,ビ ル マ の もの は モ ン族 か ら,

それ ぞ れ うけつ い だ もの で あ る とか ん が え られ よ う。 た だ し,名 称 と して の 整 一 性 は

う しな われ,カ ン ボ ジ アで はprahok系,ラ オス で はpla-ra系,ビ ル マで はngapi

系 の 名称 で よ ばれ て い る。

　 イ ン ドネ シア に も お な じよ うな 製 品 が あ るが,そ の 名称 は 「魚 で つ くった 小 エ ビ塩

辛 ペ ース ト」 と い う意 味 のterasi　 ikanと よば れ,小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トの 代 用 品 と し

て 利 用 され る。 一 般 に イ ン ドネ シア で は 魚 の 塩 辛 を利 用 す る伝 統 が 稀 薄 で あ る こ とか

らかん が え る と,系 譜 的 に 淡 水 魚 の 塩 辛 の バ リエ ー シ ョ ンと して つ くられ た で あ ろ う
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大陸部のこの種の食品とは直接的関係をもたず,小 エビ塩辛ペース トの派生物として

位置づけるべきであろう。

　ベ トナム語においては,マ ムmamが ナレズシもふくめた魚介類の発酵製品を総称

することばで,こ の語 と原料の種類その他をしめす合成語で,そ れぞれの製品をあら

わしている。のちにのべる魚醤油であるニ ョク・マムが多用されるのと,小 エビ塩辛

ペース トであるマム ・トムがベトナムの中部と南部で よく利用 されるが,塩 辛系の食

品とナレズシはインドシナ半島の他地域ほど食生活に重要なものとはされていない。

10世紀以降,ベ トナム人(キ ン族)が しだいに中部,南 部に南下 し,チ ャム族が後退

していった歴史を考慮にいれると,あ るいはマム ・トムはチャム族によって利用され

ていた食品である可能性もかんがえられる。また,中 国文明の深刻な影響下にあった

この国の歴史をかんがえにいれると,中 国で明,清 代に塩辛系食晶やナレズシが衰退

するのと軌を一にする道程をたどって,こ れらの食品が現在はあまり食べられな くな

ったものであるかもしれない。

　カンボジァ,東 北タイに,mam系 の ことばで しめされる発酵食品があるが,そ れ

らはベ トナムから伝播 したものであろう。また,す でにのべたように,カ ンボジァ,

東北タイのコウジを利用した魚の発酵製品をつ くる技術は,中 国からベトナムを経由

してその周辺地帯に伝播 したものとかんがえられる。

　 コゥジを利用する魚醤の分布地帯とほぼおなじ分布をするのが,塩 辛やナレズシつ

くりのさい煎米粉を添加する技法である。その技術の発生地は不明であるが,こ の分

布圏では,料 理のとき香りをよくする目的で,煎 米粉を使用することが しばしばおこ

なわれる。おそらくは,塩 辛やナレズシを食べるさいに煎米粉をまぶすことから転 じ

て,こ れらの食品を漬けこむときから煎米粉を加えるようになったのであろう。おな

じく,香 りをよくする目的で米ヌカを加えてつ くる塩辛が東北タイで発達 した。

　 (2)　 マ レー半 島部 ・島 嶼 部

　 い うま で もな くマ レ ー半 島部 ・島 嶼 部 は言 語 的 に は オ ース トロ ネ シア語 族 の 世 界 で

あ る。 さ きに の べ た よ うに,東 南 ア ジァ大 陸部 が魚 醤 の ひ と つ の セ ンタ ーで あ る と し

た な ら ば,お な じオ ース トロネ シア語 族 の言 語 を は な し,か つ て イ ン ドシナ半 島 に チ

ャ ンパ 王 国を つ くり,海 上 交 易 活 動 が 盛 ん で あ った チ ャム族 が マ レー半 島部 ・島 嶼 部

の 魚 醤 の 伝 播 に なん らか の 役割 を は た した の で は な いか と想 像 され る。 しか しな が ら,

マ レ ー半 島 部 ・島 嶼 部 の 魚 醤 の 名称 に 関 す る 比較 言 語 学 的検 討 で は,そ の よ うな証 拠

は 発 見 され な い の で あ る 。

　 *masin(以 下*を つ け た こ とば は 再 構 成 形 を しめす)と は 「塩 辛 い」 とい う 原 義
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を もつ こと ばで あ る が,masin系 の合 成 語 で チ ャ ム族 は 魚 醤 油 を しあ し,ジ ャワ 島,

マ レ ー半 島 で ナ レズ シをmasinで よぶ こ とが あ る。*masin系 の こ と ばは,オ ース ト

ロネ シア系 の魚 の発 酵 製 品 を しめす 名 称 の な か で は も っ と も古 い もの で あ る可 能 性 を

もち,原 義か ら転 じて,塩 味 の つ よい これ らの食 品 を あ らわす 名称 に 使 用 され るよ う

に な った もので あ ろ う。 それ だ か ら とい って,半 島部 ・島嶼 部 の*masin系 の こ とば

や,そ れで しめ され る食 品 が チ ャ ム族 に起 源 す る とい うわ けに はい か な い で あ ろ う。

　 第7論 文 で の べ た よ うに,ほ か に マ レー半 島 部 ・島 嶼 部 に 広 く分布 し,原 ヘ ス ペ

ロネ シア語 族 の 拡 散 に 関係 を もつ とお もわ れ る魚 醤 や ナ レズ シの 名 称 に,*petis,

*budu,*bacan,*kasam系 の こ とば が あ る。 こ の う ち,*petisと*budu系 の こ と

ば は マ レー半 島 か ら イ ン ドネ シ ア,フ ィ リピ ンに いた る ヘ ス ペ ロネ シァ語 域 を ほぼ お

おい つ く して い るの で,起 源 の 古 い こと ばで あ る こ とを お もわ せ る。

　 *petis系 の こ と ばで 現 在 フ ィ リ ピンで は魚 醤 油 を よぶ が,魚 醤 油 が フ ィ リピ ンで普

及 す るの は20世 紀 に な って か らの こ とで あ る。17世 紀 の タ ガ ロ グ語 で はpatisと い う

こ と ばで 塩 辛 の 汁 を しめ して い た もの の よ うで あ る[石 毛 ・ラ ドル　 1987:307]。 し

か し,マ レ ー半 島,ジ ャ ワ,バ リ島 な どで は,*petis系 の こ とば で魚 や エ ビを煮 つ め

た 汁 や 植 物 性 の調 味料 な どの 非 発 酵 性 食 品 を しめ す の で,か な らず しも魚 醤 と は 関係

を もた な い。 す な わ ち,*petisと い う名称 の 魚 醤 が 存 在 し,そ れ が 伝播 した と い うわ

けで はな く,液 体 状 の 調 味 料 を しめす*petis系 の こ とば の うえ に フ ィ リ ピ ンで は魚

醤 が の った と解 釈 す べ きで あ ろ う。

　 *budu系 の こ とば は フ ィリ ピ ンで は ナ レズ シあ るい は 塩漬 け に した魚 等 の 保 存 食 品

を さ し,マ レ ー半 島部 で は魚 醤 油 の 一 種 を しめ す 。 した が って,こ れ は魚 の 発 酵 製 品

を しめ す こ とば と して 古 くか ら使 用 され た もの とか ん が え て よ いで あ ろ う。 の ちに,

マ レ ー半 島 部 で はbuduが コロ イ ド状 に 加 工 した魚 醤 油 の一 種 を特 定 して よぶ こ と ば

とな り,お な じ食 品 を利 用 す る南 タ イの イス ラム 系 住 民 もbu-duと い う こ と ばで この

食 品 を よぶ よ うに な った もので あ ろ う。 た だ し,こ と ばが 古 いか ら とい って,budu

と よ ばれ る魚 醤 油 自体 の 歴 史 が 古 い とは い え な い 。 タ イ の他 の地 帯 で 淡 水 魚 の 塩 辛 の

汁 を調 味料 に利 用 す る習 慣 に影 響 され て,南 タ イでbu-duが つ く られ る よ う にな っ

た可 能 性 が かん が え られ る か らで あ る。

　 *kasam系 の こ とば は マ レー半 島,ボ ル ネ オ,ス ラ ウ ェ シ北 部,サ ン ギル に 分 布 し,

そ の 意 味 内容 は場 所 に よ って ナ レズ シ,塩 辛,小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トと こ と な って いる。

した が って,こ れ も も と も とは 魚 介 類 の 発酵 製 品一 般 を しめす 名称 で あ った もの が,

各 地 で 特定 の食 品 を さす こ と ばに な った もの で あ ろ う。
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　 *bacan系 の こと ば は その 意 味 内 容 が 小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トに 特 定 して使 用 され て い

る。 そ こで,小 エ ビ塩 辛 ペ ース トの伝 播 に と もな って 分 布 した 名称 で あ る と かん が え

て よ い。 そ の 分 布 域 は マ レ ー半 島 部,ス マ トラ,ボ ル ネ オ,ス ラ ウ ェ シ,マ ドゥ ラ,

テル ナ テで あ る。 ビル マ で 千 しエ ビで つ くった ふ りか け状 の 食 品 を 同 系 統 の こ と ばで

よぶ が,そ れ だか ら と い って,*bacan系 の こ と ばが ビル マ語 に起 源 す る と は,そ の

分 布 状 態 か ら して か ん が え づ らい。 む しろ,英 国植 民 地 時 代 に おな じ小 エ ビの 製 品 で

あ る とい う こ とで,マ レ ー半 島 か ら ビル マ に は い った 名称 で あ る可 能 性 を 検 討 す べ き

で あ ろ う。

　 東 南 ア ジァ の この 地 域 に お け る小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トの よ く使 用 され るの は マ レ ー半

島,ス マ トラ,ジ ャ ワ島 とそ の 周辺 に 限定 さ れ て い る。 ボル ネ オ,ス ラ ウ ェ シ,テ ル

ナ テは 飛 び地 状 の 分 布 で あ る。 ボル ネ オ の イバ ン語 に この 系 統 の こ と ばが あ るが,イ

バ ン族 の 伝 統 文 化 に は小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トは欠 如 して お り,英 国 植 民 地 時 代 に マ レー

半 島 か ら ボル ネ オに や って きた 人 び とが もた ら した もの で あ る とか ん が え られ る。 ス

ラ ウェ シ の ブ ギス 語 に も この系 統 の こ と ばが あ るが,そ れ は 航 海 民 で あ る ブ ギス族

が 伝 統 的 に マ レ ー半 島,ジ ャ ワ方 面 との 交易 関係 を お こな って きた 過 程 の な か で と

りこ まれ た もの で あ ろ う。 東 イ ン ドネ シア の テル ナ テ 島 で は 小 エ ビ塩 辛 ペ ース トを

baracangと よ び,そ の 製 造 もお こな って い る が,テ ル ナ テ 島が 香 料 貿 易 の 中心地 で

あ り,マ レー方 面 との 歴史 的 交 流 が あ った ことで,そ の 飛 び地 状 の 分 布 を 説 明 す る こ

とが で きる 。

　 それ で は,*bacan系 の こ と ばで よ ばれ る小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トは,マ レ ー半 島 一 ジ

ャ ワ島 方 面 で 独 立 発生 し大 陸 部 に北 上 した も の か,そ れ と も大 陸 部 か ら南 下 した もの

か,あ るい は 相 互 に 関 係 な く独 立発 生 した も の か。

　 小 エ ビ塩 辛 ペ ース トの起 源 に は,塩 辛 起 源 と干 しエ ビ起 源 の 両 方 が あ るか も しれ な

い 可 能 性 に つ い て は さ きに のべ た と お りで あ る。 しか し,こ こで は,問 題 を 複雑 にせ

ず に,こ の食 品 学 的 な起 源 問題 につ いて はふ れ ず に お こ う。

　 東 南 ア ジア に お け る小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トの 分 布 は 大 陸 部 沿 岸 か らマ レ ー半 島部,ス

マ トラ,ジ ャ ワに つ づ く一 連 の も ので あ る。 そ こで,大 陸 部 とマ レ ー半 島 部 一島 嶼部

で そ れ ぞ れ独 立 発 生 した と かん が え る必 要 は な か ろ う。 小 エ ビ塩 辛 ペ ース トの食 生 活

に 占め る重 要 度 は大 陸部 よ りも マ レー半 島や イ ン ドネ シア の ほ うが た か い。 だか ら と

い って,マ レー 半 島 や ジ ャ ワ島方 面 か ら大 陸 部 に 北 上 す る伝 播 経 路 を もつ食 品 で あ る

とい うわ け に もいか な い。 東 南 ア ジ ア に お け る民族 移動 の経 路,文 化 要 素 の 伝 播 は 大

陸部 か らマ レー半 島 昌 島嶼 部 へ の 方 向 を と る もの が お お く,そ の 逆 はす くない 。 常 識
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的 に か ん が え れ ば,小 エ ビ塩 辛 ペ ース トもそ の 伝 播経 路 を と った もの と想 像 され,こ

の 常 識 的想 像 を くつ が えす 積 極 的 な 証 拠 は い ま の と ころ な い ので あ る。

　 ふ た た び 名 称 の せ ん さ くに も どる と,ジ ャワ 島 で は 現 在 小 エ ビ塩 辛 ペ ース ト を

*terasi系 の こ と ばで よぶ の が ふ つ うで あ り,*bacan系 の こ とば は ジlt'ワ島 に居 住 す

るマ ドゥ ラ島 出身 者 に よ って 使 用 され る 。*terasi系 の こ と ばは ジ ャ ワ文 化 の 拡 大 と

と もに,*bacan系 の こと ばを 駆 逐 して ジ ャワ島 に ひ ろ ま って い った もの と かん が え

られ る。 そ うで あ る とす る と,13世 紀 末 か ら16世 紀 初 頭 に か けて の マ ジ ャパ ヒ ト王 朝

の 時 代 に*tcrasi系 の こと ばが 優 勢 に な った もの で あ る可 能性 が た か い。

　 こ こで マ レー半 島部 ・島 嶼 部 に お け る魚 の 発 酵 製 品 の 特徴 と そ の分 布 につ い て ま と

め て お こ う。

　 ① 大 陸部 で は淡 水 魚 を 原料 とす る さま ざま な 製 品 が あ る が,マ レー半 島 部 ・島 嶼

部 で は海 産 魚 が主 体 で あ り,淡 水 魚 の 製 品 は ナ レズ シに か ぎ られ る。

　 ② 　 ナ レズ シは マ レー半 島,ボ ル ネオ 島 北 部,ス マ トラ,ジ ャワ 島,ル ソ ン島 に飛

び 地 状の 分 布 をす る。

　 ③ 　海 産 魚 の塩 辛 は フ ィ リ ピ ンの ル ソ ン島,ピ サ ヤ諸 島 に さ ま ざ ま な種 類 の もの が

発 達 して い る。

　 ほ か に は,現 在 タ イ領 と な って い るマ レー半 島 北部 の イ ス ラム地 帯(タ イに お け る

bu-duの 分 布 地 帯 に 一 致 した 場 所)にtai-plaあ る い はpung-plaと い う魚 の 内臓 の

塩 辛 が あ る,ス ラ ウ ェ シ島の メナ ド周 辺 で*kasam系 の こと ばで よ ばれ る魚 の 内臓 の

塩 辛 の例 が あ る く らいで,フ ィ リ ピン以 外 で は ま れ な食 品で あ る。

　 ④ 魚 醤 油 はル ソ ン島 で よ く使 用 され る が,そ の歴 史 は あ た ら し く,今 世紀 に な っ

て か らの ことで あ る。

　 マ レー半 島北 部 に は特 殊 な魚 醤 油 で あ るbuduが 分 布 す る。

　 イ ン ドネ シアで は カ リマ ンタ ン西 部 と ジ ャ ワ島 でkecap　 ikanと い う魚 醤 油 が つ く

られ るが,そ の 使 用 は 一 般 的 で は な く,華 僑 が もち ζん だ食 品 で あ る と かん が え られ.

る。

　 ⑤ 　 小 エ ビ塩 辛 ペ ース トは マ レー半 島,ス マ トラ,ジ ャワ を 中心 とす る分 布 を もつ

食 品で あ る。

　 ル ソ ン島 の一 部 と ピサ ヤ諸 島 の 一 部 に も小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トが飛 び地 状 に分 布 す る

が,こ の フ ィ リ ピ ンの 小 エ ビ塩 辛 ペ ース トと他 の 地 域 の もの との 系 譜 関係 は 第5論 文

で のべ た よ うに不 明 で あ る[石 毛 ・ラ ドル　 1987:305-306]。

　 巨視 的 に みた 場 合,こ れ らの 魚醤 や ナ レズ シが分 布 して い る場 所 は,伝 統 的 水 田稲
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作地帯にかぎられている。マレー半島部 ・島嶼部の狩猟採集民,焼 畑農耕民のあいだ

にはこのような食品が知られていないのがふつうである。たとえばイン ドネシアにお

いて16世紀以前はボルネオの西 を南下 し,バ リ島とロンボク島のあいだをとおる境

界線の東はタロイモを主作物とする農耕地帯であったといわれる　[SPENCER　 1966:

111-117]。 さきにのべた飛び地状の分布をべつとすると,イ ンドネシアにおける小

エビ塩辛ペース トの分布圏はバ リ島以西であり,当 時の焼畑根栽農耕地帯には分布 し

ないのである。 ほかの種類の魚醤やナレズシの分布も,い くつかの例外はあるが,水

田稲作地帯の分布にほぼ一致するといってよい。

　大陸部の魚醤が淡水魚を主流に発達 してきたものであるのにたい して,マ レー半島

部 ・島嶼部ではナレズシ以外の魚醤は海産魚を原料としたものばかりである。それは

魚醤にかぎらず,食 用魚一般における大陸部とのちがいである。海岸線が短 く,大 河

流域面積のおおい大陸部と,長 く複雑な海岸線にとりかこまれ,水 田は海岸にそった

平野部に発達 して きたこの地域の環境のちがいを反映するものであろう。

　フィリピンのル ソン島,ピ サヤ諸島で塩辛が発達 し,食 生活に重要な役割をはた し

ているが,そ の他の地域では魚醤の基本となる塩辛がほとんど欠如していることをど

う解釈すべきか。その例外的な事例でスラウェシ島のメナ ド近郊ではbakasanと いう

ことばで海産魚の内臓や魚卵の塩辛をさしている。いっぽう,ボ ルネオのイバン族は

おなじく*kasam系 のことばでナレズシをよんでいる。さきにのべたように,言語学的

に古層に位置づけられる*masin,*budu系 のことばが魚の発酵製品と関係をもちな

がら分布することを考慮にいれると,東 南アジアのオース トロネシア世界が古い時代

に魚の発酵製品と無縁であったともおもえない。 これらの名称が,場 所によってこと

なる製品を しめしていることから,魚 醤とナレズシが分化 しない段階での,「塩を利用

した保存魚」とでもいうべき食品にたいする概念があったものとも想像される。その

なかには塩辛もふ くまれていたはずである。研究の現状ではその例をほとんどみいだ

していないが,フ ィリピン以外のマレー=イ ンドネシアにも,局 地的に塩辛が存在す

る可能性は残されている　(筆者ら以外にそのような探索を した研究者はいない)。 そ

れに しても,マ レー=イ ンドネシアに塩辛のす くない理由を明解に説明することは困

難である。

　この地域では,イ スラム教の優勢な地域は塩辛を欠如 している現象がみられる。す

なわち,塩 辛が発達 しているタイ国においても,マ レー半島部のイスラム地帯になる

と塩辛を食べないようになり,小 エビ塩辛ペース トとbu-duが 魚醤の主流であり,塩

辛としてはわずかにtai-plaが あるのみとなる。 タイ領の南のマレー半島部になると,
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buduと 小 エ ビ塩 辛 ペ ース トを 利 用 す るだ けで,塩 辛 は姿 を 消す 。 さ らに南 の マ レー

半 島南 部 と イ ン ドネ シア に な る と,小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス ト以 外 の 魚醤 は な くな って しま

う(ikan　 terasiと い う魚 の塩 辛 ペ ー ス トは ある が,そ れ は 小 エ ビ塩 辛 ペ ース トの代

用 品 と して で きた もの とか ん が え られ る)。 フ ィ リ ピンで は ル ソ ン島,ピ サ ヤ諸 島で

は塩 辛 を さ かん に利 用す る に もか か わ らず,そ の南 の イ ス ラ ム教 地帯 で あ る ミンダ ナ

オ 島 は伝 統 的 に は 塩 辛 を 利 用 しな か った地 域 で あ る と いわ れ る。

　 この よ う に,イ ス ラ ムの 食 物 タ ブ ー とい う仮 説 を もて ば,塩 辛 の 分布 の欠 如 は説 明

で きる。 さ らに,塩 辛 以 外 の 魚 醤 に つ い て も,イ ス ラ ム教 で 塩 辛 類 の食 用 を き ら う と

す れ ば,東 南 ア ジ アの 魚 醤 の 西 の 分布 の境 界 が ビル マ 系 の 仏 教 徒住 民 の居 住 す る チ ッ

タ ゴ ン丘 陵 と な って お り,丘 陵 を お りた バ ング ラデ シュの 平 野 部 の イス ラ ム教 徒 の世

界 に な る と魚 醤 が な くな る こ との 説 明 も うま くゆ く。 この さ い,塩 辛 は な く と もマ レ

ー 一イ ン ドネ シアで は 小 エ ビ塩 辛 ペ ース トが も ち い られ る こ とは
,食 物 タ ブ ァ に た い

す る この 地 方 独 自の 解 釈 に よ る こ とと かん がえ て おい た ら よい で あ ろ う。

　 よ く知 られ て い る よ うに,イ ス ラム教 で は 食 物 を 信 徒 が 食 べ る こ とを ゆ る され る

「浄 い食 物 」 と,食 用 に して は な らな い 「不 浄 の食 物」 の2つ の カ テ ゴ リー に分 類 し

て い る。 塩 辛 や 魚 醤 が,「 不 浄 な 食 物」 に いれ られ るか ど うか,各 地 で 質 問 を して み た

が,こ れ らの 食 品 が食 物 タ ブ ー に ふ れ る も ので あ る と い う解 答 は み い だ せ な か った 。

そ こで,か って は マ レー 一イ ン ドネ シア に も塩 辛 の食 用 の 習 慣 が あ った もの が,イ ス

ラム教 の 影 響 で 消 滅 した とい う仮 説 を採 用す るわ け に もい か な い ので あ る。

　 と な る と,研 究 の い ま の段 階 で マ レー半 島 部 と島 嶼部 で の 魚 の 発 酵 製 品 の伝 播 に つ

い て説 明 しよ うとす る と きに は,つ ぎ の よ うな かん が え か た を して お くの が妥 当で あ

ろ う。

　 ① 塩 辛 や ナ レズ シは,古 い 時 代 に この地 域 に ひ ろ ま った 文 化 要 素 で あ る可 能性 を

もつ 。 お そ ら く,そ れ は,水 田 稲作 の食 事 文 化 の一 環 を な す もの と して,東 南 ア ジァ

大 陸 部 か ら伝 播 した もの で あ ろ う。 この さい,イ バ ン族 の ナ レズ シは,水 田農 耕 民 か

ら焼 畑 耕 作 民 に伝 え られ た もの とか ん が え て お く。

　 ② フ ィ リピ ンの ル ソ ン島,ピ サ ヤ諸 島 で は 塩 辛 を基 調 とす る魚 醤 文 化 が 発達 した

が,そ の他 の 地 域 で は,塩 辛 は食 生 活 に 重要 な食 品 と して 発 達 す る こ とが な く,地 方

的 な食 品 と して 残 存 す る に と ど ま る。

　 ⑧ 　後 の 時代 に な って,大 陸 沿 岸 か ら小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トが伝 播 し,マ レ ー半 島,

ス マ トラ島,ジ ャ ワ島 に分 布 す る よ うに な った 。 比較 言 語 学 的 な仮 説 を 採 用 す れ ば,

マ ジ ャパ ヒ ト王朝 以前 に小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トが ジ ャワ島 に到 達 して いた 可 能 性 を もつ 。
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　 い っぽ う,孤 立 した分 布 状 態 を しあ す,フ ィ リピ ンの 小 エ ビ塩 辛 ペ ース トは独 立発

生 した もので あ る可 能 性 を 残 して い る。

　 ④ マ レー半 島 北 部 で は,お そ ら くタ イ の魚 醤 文 化 の 影 響 で,魚 醤 油 の 一 種 で あ る

buduが つ くられ る よ うに な った 。

　 フ ィ リ ピ ンで は塩 辛 汁 の 調 理 へ の応 用 か らは じま り,今 世 紀 に な って 商 業 製 品 と し

て の魚 醤 油 が つ くられ る よ うに な った[石 毛 ・ラ ドル　 1987:306-308]。

　 塩 辛 が 発 達 しな か った フ ィ リピ ン以 外 の 場 所 で は,塩 辛 の 派生 物 で あ る魚 醤 油 は 発

生 しな か っ た。 イ ン ドネ シ ア の 魚 醤 油 は 華 僑 の も ち こん だ 食 品 で あ る とか ん が え ら

れ,そ の 歴 史 は あ た ら し く,一 般 に は い ま だ普 及 して い な い[石 毛 ・ラ ドル　 1987:

299-300]。

4.南 ア ジア と東 ア ジアの魚醤 の 関係

　ここで,東 南アジァ以外の地域もふ くめて,魚 醤類の分布にもとづきながら,そ の

起源と伝播について考察 してみよう。

(1)　塩辛とく魚醤〉

　すべての魚醤の出発点 とかんがえ られる塩辛の現在のアジアにおける主要な分布域

は,① 東南アジア大陸部,② フィリピン諸島の北部および中部,③ 中国の広東

省 ・福建省 ・山東省の一部 ・台湾,④ 　朝鮮半島,⑤ 　日本である。 このうち,① が

淡水魚の塩辛をつくる地帯であるのにたい して,他 の地域はすべて原則として海産魚

を原料としている。

　現在は飛び地状の点としての分布 しかみとめられないが,か つては中国の沿岸部の

おおくの場所で海産魚の塩辛が製造されていたものとかんがえると,北 の山東省から

南の広東省にいたる分布を説明することができよう。第1,第2論 文でのべたように,

中国では元代以後ナレズシ,〈 魚醤〉など他の魚の発酵製品がしだいに姿を消 してゆ

く。それと歩調をそろえて,中 国沿岸の塩辛も消滅 し,地 方的な嗜好品としての局地

的な残存形態が点として残り,現 在のような分布をとることになったものと推定され

る。

　そうだとすると,歴 史的に塩辛つ くりをしていた主要な地域は,① 東南アジア大

陸部の淡水魚地帯,② フィリピン諸島の北部および中部,⑧ 中国の海岸部から朝

鮮半島につづ き,お そらくその延長線上に日本をふ くむ帯状の地帯,と いうことにな

る。それを地図上に表現 したのが図3で あり,ス ラゥェシ島に飛び地状の点 としての
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図3　 塩辛の分布(点 線はかつて塩辛が存在したが現在は
　　 消滅している地域)

分布がみられるほかは,ひ とまとまりの分布圏として図示される。東南アジア大陸部

の淡水魚地帯が塩辛の起源地のひとつとして位置づけられることについてはすでにの

べたので,こ こでは,中 国とフィリピン諸島について検討 してみよう。

　現在の中国での淡水魚を原料 して,そ れに塩だけを加えてつ くる塩辛つくりの報告

はみていないし,歴 史的文献に出てくる例 も未見である。そればかりではな く,海 産

魚を原料とした場合でも,塩 と魚だけを原料とした塩辛つくりが古典にあらわれるの

は 『斉民要術』にシナグチ,ア オザメ,ボ ラの内臓でつ くる鰹鱗の事例があらわれる

だけである。この記事の注に鰹鱗 の語源を説明する故事として,漢 の武帝が夷を逐っ

て海浜にいたり,漁 師が魚腸を坑中につ くっているのを発見 し,こ の食品を魚腸醤と

もいうと記されている。もちろん,武 帝の故事が歴史的事実であった とはかんがえが

たいであろうが,古 くから海産魚の内臓の塩辛が存在 したことと,そ れは漢民族が元

来 もっていた食品ではなく異民族起源の食物であるとの伝承があった らしいことがわ
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かる。

　夷といえば,『 後漢書』東夷伝と 『太平御覧』巻70叙 東夷に,三 国時代の呉の沈螢

の書いたといわれる 『臨海水土志』を引用した夷州についての記事がある。そのなか

に夷州の風俗では生の魚肉を大 きなカメ(『後漢書』では大瓦器と記され,『太平御覧』

ではたんに大器と記 されている)に いれ,こ れを塩漬けにして長期間保存してから,

ごちそうとして食べる,と いう意味のことがのべ られている。この食品は塩辛である

と解釈 してよいであろう。夷州がどこをさすかについては,台 湾説,沖 縄説,日 本説

があるが,夷 州は台湾であるという説が強力である。ただ し,台 湾の原住民のあいだ

に塩辛つ くりの習慣がないので,魚 醤 の分布からかんがえたさいは,夷 州を沖縄あ

るいはフィリピンに比定する可能性 があることをのべたことがある　[石毛　 1987b:

42-47]。

　夷州の位置がどこであれ,そ れは中国大陸のぞとの海中の島のことであるので,漢

族の塩辛をしあす資料にはならない。ただし,異 民族の風習をのべる文章に特筆 され

ていることからかんがえると,『臨海水土志』の時代の漢族の文化にとって塩辛はなじ

みのない食品であったであろうことをものがたる証拠として利用することもできよう。

　ほかに中国の古代の文献に出現する食品で塩辛であったかもしれない可能性をもつ

食品に飽魚があるが,さ きにのべたように,こ れが塩を使用した魚の発酵食品である

かどうかはわからない。

　第1論 文でのべたように,現 在までは伝わらないが,戦 国時代から明代までつづい

た魚の発酵製品にく魚醤〉がある。たびたびのべたように〈魚醤〉はたんなる塩辛で

はな く,魚,塩,コ ウジ,酒 をカメにいれて発酵させた食品であり,古 代から 『斉民

要術』の時代までは調味料 として利用され,そ の後はさまざまな香辛料をいっしょに

漬けこんだ嗜好食品化する。使用する魚種が明記 されているく魚醤〉の製法において

は,す べて淡水魚を原料としてつ くられている。

　〈魚醤〉は古代においては魚醢ともよんだ。醢 とは肉醤のことである。醤,醢 とも

に酉,す なわち酒の醸造に関係をもつ文字であり,酒 を介 してコウジの利用とも関係

をもつことばである。文字記録にあらわれた当初か ら,〈 魚醤〉はたんなる塩辛では

な く,コ ウジを利用した食品であったとかんがえられる。 しか し,コ ウジを利用する

ようになるまえの先行形態としては魚と塩だけで発酵させた塩辛が存在したのではな

いかとかんがえることもできようが,そ れを立証することは困難である。

　酉と関係をもたない文字に鮨がある。後代になると,鮨 は鮮と混同されてナレズシ

をあらわすことばになるが,後 漢の 『説文解字』には 「鮨,魚 賠醤也,出 蜀中」 と説
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明されている。鮨はブタの肉醤 とおなじものを魚でつ くったものであり,蜀 の国の産

物であるという意味である。海のない四川省のことなので,淡 水魚の製品であること

はあきらかである。うがちすぎの読みかたをすれば,酉 とは関係のない鮨という文字

で表記するのは,コ ウジを使用したく魚醤 〉や魚醢とはことなる製品,す なわち塩辛

を しめ していると想像をたくましくしてかんがえることができないわけではない。後

漢代にはまだ漢文化があまり浸透せず,東 南アジァ系の民族の世界であった四川省の

産物とされていることに注目されるのである。すなわち,東 南アジアの淡水魚の塩辛

と関係を推定する余地が残されている。ただし,そ の後の文献資料によるかぎり,中

国の中心部で淡水魚の塩辛が流行したことはなさそうであることは,さ きにのべたと

おりである。

　結局のところ,中 国の塩辛の起源について,そ れが淡水魚起源であるか,海 産魚起

源であるか,独 立発生であるか,東 南アジァから伝播 したものであるか,な どを論 じ

るための積極的発言をすることが可能な資料が見当たらないといわざるをえない。

　つい近頃まで,中 国の沿岸部では海産魚の塩辛製造地が点として残 っていたことを

考慮にいれると,内 陸を中心として形成されたこの国の食事文化においては文献に記

載されることのない,マ イナーな食品として海産魚の塩辛がつ くりつづけられてきた

ものとかんがえられる。そ して,海 産魚の塩辛が夷と関連づけられることを深読みす

ると,古 代には沿岸部の非漢族の食品であった可能性をもつ。それが,朝 鮮半島や日

本に伝播 して,海 岸線のながい両国で,中 国よりもよく食べられるようになったもの

であろうか。

　淡水魚の塩辛地帯である東南アジア大陸部から地理的にはなれているフィリピン諸

島では,海 産魚の塩辛が利用される。さきにのべたように,17世 紀のスペイン語文献

に塩辛の汁とかんがえられる食品が記載されているが,そ れ以前について知ることの

できる資料はなさそうである。フィリピンの塩辛が,① 中国の沿岸部の海産魚の塩

辛つ くりが伝播 したものか,② 　東南アジア大陸部から伝播 し,淡 水魚のかわ りに海

産魚を使用するようになったものか,③ 独立発生であるか,こ の3つ の可能性のう

ちのいずれかに断定することがいまだ困難な状態にある。

　塩蔵魚つ くりの技術が知られていれば,そ の技術の延長上に塩辛つ くりが自然発生

する可能性がある。単純な技術であるだけに,各 地で独立発生 したものか,そ れとも

ひとつの起源地から伝播 したものであるかを決定することがむずか しいのである。

(2)　 小 エ ビ塩 辛 ペ ース ト

さ きにの べ た よ う に,こ の食 品 に は2つ の タ イ プ が あ る。ee　1の タ イプ は 図1で そ
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の分布をしめすのに蝦醤とよんでいるものである。蝦醤という名称は中国で一般にも

ちいられる。小エビに塩をしてカメにいれ,長 期間発酵 ・熟成させると,小 エビの殻

が分解 し,原 形が くずれて,水 分のおおいペース ト状になったものが蝦醤である。わ

が国のアミの塩辛,朝 鮮半島のセゥジョッ,ル ソン島のバゴオン ・アラマ ンなどのふ

つ うの小エビの塩辛と蝦醤の製造原理はおなじである。小エビの塩辛には殻がついて

小エビの原形がたもたれているのにたいして,長 期間かけてつ くる蝦醤の場合は完全

なペース ト状になっているのがちがうだけである。ふつうの小エビの塩辛がそのまま

食用にされるのにたい して,ペ ース ト状の蝦醤の用途は調味料としてである。

　蝦醤は山東半島,広 東省,香 港で現在つ くられているが,海 産魚の塩辛 と同様,か

つては中国の沿岸部に一連の分布を していたものであろう。

　第2の タイプは東南アジァ型の小エビ塩辛ペース トとよぶものである。 このタイプ

の製造にさいしては,原 料の小エビを乾燥する工程と,す りつぶす,あ るいは,つ き

つぶす工程でペース ト状に加工することが蝦醤とことなっている。製品は蝦醤よりも

水分がすくな く,堅 めのペース トとなり,し ばしば固形状に成形された商品としてで

まわっている。そのおもな分布地は,広 東省,香 港,東 南アジァ大陸部沿岸,マ レー

半島,ス マ トラ島,ジ ャワ島,ル ソン島南部とピサヤ諸島である。 この2つ のタイプ

が共存する広東省,香 港は本来は第1の タイプをつ くる地帯であったと推測される。

『広東新語』(A.D.1700)に は第1の タイプしか記録されていない。また,広 東省 と

香港が東南アジア華僑との関係がふかい場所であることを考慮にいれると,中 国にお

ける第2の タイプは近世に華僑が東南アジァから伝えた製造法である可能性がたかい

のである。

　 ぎゃくに,第2の タイプが広東省あたりに起源をもち,華 僑によって東南アジアに

伝えられたという仮説が成立しえるか,ど うか,簡 単に検討 しておこう。

　現在,ビ ルマとフィリピン以外の東南アジァ諸国では小エビ塩辛ペース トの製造や

流通に華僑が従事することがおおい。それだからといって,小 エビ塩辛ペース トが華

僑のもちこんだ食品であるというわけにはいかないであろう。東南アジア諸国の手工

業や商業のおおくが華僑によって運営されているが,そ のような商品のなかには各地

での伝統的産物もふ くまれている。東南アジアにおいては自給自足経済の産物を華僑

資本が商品化 して,よ りおおきな流通経済にのせていくことがおこなわれてきたので

ある。小エビ塩辛ペース トも,海 辺の漁家が家内労働でつ くるものであったものを華

僑が商品化したものであろう。近世になって華僑が東南アジアにもちこんで,は じめ

てつ くられるようになった豆腐,豆 鼓などの食品は各地でなまりながらも中国音を残
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した 名 称 が使 用 され て い る。 それ に た い して,東 南 ア ジア 各地 で の小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス

トの 名 称 は蝦 醤 の 中国音 とは 関係 を もた な い こ と ばで よ ばれ,そ の な か に は原 ヘ ス ペ

ロ ネ シア 語 に まで さか の ぼ る とお も われ る*bacan系 の 名称 が ふ くま れて い る こ と

も,こ の 第2の タ イ プ の小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トが 中 国起 源 で は な い こ とを しめす 状 況 証

拠 で あ る。

'し た が
って,さ きに の べ た よ うに,東 南 ア ジァ大 陸 部 か ら イ ン ドネ シア に いた る一

連 の 分布 の小 エ ビ塩 辛 ペ ース トは,大 陸 部 か ら南 下 す る ル ー トの伝 播 経 路 を もつ もの

と かん が え て よ い で あ ろ う。

　 フ ィ リ ピンで は ル ソ ン島 の ピ コール 地 方 と ピサ ヤ諸 島 西 部 のパ ナ イ 島 と ネ グ ロス 島

西 部 で だ け小 エ ビ塩 辛 ペ ー ス トが つ く られ る。 東 南 ア ジア の一 連 の分 布 圏 と海 に よ っ

て 隔 絶 され,飛 び地 状 の分 布 を す る フ ィ リ ピ ンの 小 エ ビ塩 辛 ペ ース トは第5論 文 で 検

討 した よ うに,製 造 工程 か らいえ ば第2の 東 南 ア ジァ の タ イ プ の製 品 に分 類 され るが,

そ れ が 他 の東 南 ア ジア か らの伝 播 の 結 果 で あ るか,独 立 発生 で あ る か を あ き らか に す

る こ とは 困難 で あ る[石 毛 ・ラ ドル　 1987:305-306]。

　 (3)　魚醤油と醤油の関係

　塩辛を日常に食用とする場所では,そ の汁を採取して調味料として利用する習慣が

あることは,一 連の論文のなかで,そ の事例を報告 してきた。ここでいう魚醤油とは,

塩辛つ くりの副産物としての塩辛汁の利用ではない。意図的に魚肉を液体状になるま

で分解させて,そ の上澄み液を集めた り,濾 過 して得た赤褐色の透明な液体状に製造

した製品をしめし,長 期間発酵 ・熟成させ,液 体を採取したのちの魚津にはエキス分

がほとんど残 らず,塩 辛としての利用はできない製法の製品である。現在,各 地にお

ける魚醤油のほとんどは工場で製造されたビン詰めの商品であり,家 内工業段階の製

品もあるが,し だいにおおがか りな食品工業の産物化しつつある。ラオス,カ ンボジ

ア,タ イの一部をのぞ くと魚醤油は海産魚を原料にするが,企 業化した大量生産の製

品をつ くるためには,海 産資源のほうが大量に得られることにも関係をもつためであ

ろう。

　 くわしくは第1お よび第5論 文で報告した各地での事例を参照されたいが,東 南ア

ジアにおける魚醤油の生産の歴史はあたらしいことがおおい。フィリピンの魚醤油の

製造は1900年 にはじまるといわれる。ラオス,カ ンボジア,タ イの魚醤油の生産は今

世紀になってからベ トナムから伝わったものであり,ビ ルマでは第2次 大戦後になっ

てからつくられるようになった。インドネシアに飛び地状に分布する魚醤油も,華 僑

があたらしくもちこんだものである可能性がたかいことはすでにのべた。
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　 タ イ の南 部 か らマ レー半 島 の北 部 に あ る コロ イ ド状 を した 製 品 で,魚 醤 油 と塩辛 の

中間 的 な 製 品 で あ るbu-duは 言 語 的 に は 古 い名 称 で あ る が,タ イで の 魚 醤 油 の 普 及 に

歩 調 をあ わ せ て,在 来 の 海 産魚 の塩 辛 を つ ぶ して ビ ン詰 めに す る よ うに な った あ た ら

しい製 品で あ るか も しれ な い 。 自家製 の 塩 辛 を香 辛料 と一 緒 に乳 鉢 状 の 石 臼で す りつ

ぶ して料 理 に して いた もの を,す りつ ぶ した 状態 で売 る家 内工 業 で の 商 品 化 した もの

で あ る可 能 性 を もつ の で あ る。 い ず れ に しろ,bu-duは こ こで 問 題 とす る,意 図 的 に

魚 肉 の形 状 の 残 らな い ま で 分解 させ,透 明 な製 品 に したて た魚 醤 油 とは ことな る食 品

で あ る。

　 洪 光 住 は 中国 の 漢 代 か ら清 代 ま で の古 典 文 献 に魚 醤 油 関係 の 記 事 が な い か,ど うか

探 索 して みた が,そ の 歴 史 を 知 るて が か りに な る資料 を発 見 で きな か った と報 告 して

い る[洪 　 1983]。 しか し,山 東 半 島 か ら福 建省,広 東省 に い た る魚 醤 油 の分 布 を 考

慮 に いれ る と,そ の 歴 史 は 古 い もの で あ ろ う こ とが 予想 され る。

　 ベ トナ ム の魚 醤 油 で あ る ニ ョク ・マ ムの 起 源 に つ い て は,さ きに紹 介 した,18世 紀

に ギ リシア ー ラテ ン系 の航 海 者 が古 代 ロ ーマ の ガ ラ ムを 伝 え た とす る説 の ほか に,つ

ぎ の2説 が あ る。

　 ① 塩 魚 を カ メ に いれ た まま食 べ る の を 忘 れ,長 期 間放 置 して お い た と こ ろ 魚

醤 油 に な った と い う,ベ トナ ム に お け る 偶 然 の 結 果 の 独 立発 生 と す る説[NGo　 BA

THANH　 l953:13-20]。

　 ② 　料 理 に お け る利 用法 が 似 て い る か ら,16-17世 紀 に ベ トナ ムに 日本 町 を 形成 し

た 日本 人 が もた ら した醤 油 か ら変 化 した もの で あ る とい う説[ROSE　 1918:18]。

　 い ず れ も証 拠 を欠 き,ア ジ ァ全 体 の 魚 醤 との 関 連 を もた ず,思 い つ きの 域 を で な い

もの で あ る。 ベ トナ ム の文 献 に お け る魚 醤 油 の 初 出 は,A.D。1770-1790の 内戦 の さ

い,サ イ ゴ ン(現 在 の ホ ー チ ミン市)に た て こ も っ た王 党 派 が,敵 軍 に ニ ョク ・マ ム

の 生 産 地 を制 圧 され て,ニ ョク ・マ ム不 足 に お ち い った との 記事 で あ る との こ とだ が,

筆 者 は そ の 原典 に は あ た って い な い[ROSE　 1918:3]。

　 筆 者 の知 る 日本 に お け る魚 醤 油 の 文 献 的初 出 は17世 紀 末 の 『本 朝食 鑑 』 で あ る3)。

　 こ う して み る と,今 世 紀 以 前 か ら魚 醤 油 製 造 の 伝 統 が 確 立 して い た の は 日本,中 国,

ベ トナ ム の3地 域 で あ る と い う こと に な る。 それ で は,こ れ ら3地 域 の そ れ ぞ れで 魚

3)　 『延喜式』神祇五斎宮月料にあ らわれ る 「鰯魚汁」 はイワシのスープではな く,イ ワシ製の

魚醤油である可能性 もある。ただ し,漉 してつ くった透 明な魚醤油で はな く,イ ワシの塩辛汁

である ともかんがえる。 『延喜式』 の鰯魚汁が発酵食 品である とす るのは著者の推定であ り,

確実に魚 を原料 とする調味用の液体 と断定で きる史料 の初出は 『本朝食鑑』にあ らわれる 「鰯

汁」である[石 毛　1986]。
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醤油が独立発生 した ものか,そ れとも特定の起源地からの伝播をかんがえるべきか。

残念ながら,そ れぞれの地域の歴史資料にとぼ しい現状では,起 源や伝播についての

解答を提出することが困難であり,将 来の新資料の出現にまたざるをえない。

　現在の中国における魚醤油の主産地である福州,度 門,汕 頭が東南アジア華僑をお

お くだしてきた場所であることを考慮にいれると,ベ トナムと華南の魚醤油がなんら

かの関係をもって発達 して きたであろうことが想像される。事実,か つてはベ トナム

におけるニ ョク・マムの製造業とその卸売業は華僑によってしめられていた。

　ただし,そ うだか らといって,魚 醤油製造技術が中国南部からベ トナムに伝えられ

たということにはならない。ベ トナムの手工業や商業網が本格的に華僑によってしめ

られるようになるのは,ホ ーチ ミン市に隣接するチャイナ ・タウンであるショロンが

1780年 に形成されてか らのことであるが,さ きのベ トナムにおける魚醤油の文献的初

出の記事によれば,そ の頃にはすでにニ ョク ・マムが普及 していたとかんがえられる

からである。他の東南アジァ諸国でも,の ちに魚醤油を製造するようになると華僑が

メーカーとなることがおおいが,そ れは華僑が魚醤油製造技術の伝承者であったから

というわけではなく,華 僑資本が東南アジア各国で小企業や商業を支配していく現象

の一環 とみるべきであろう。

　いっぽ う,ニ ョク ・マム製造技術の多様性や技術の洗練度に比較すると,華 南の魚

醤油製造技術はあまり発達 していないという印象をうける。そうだからといって,ベ

トナムのニョク ・マムが華南に伝播したものであるともいえない。技術的進歩の度合

いは,か ならず しも歴史の古さを反映するものではなく,社 会的需要の結果をしめす

ものでもある。中国における魚醤油は,醤 油の代換物あるいは地方的嗜好を反映 した

調味料の段階にとどまっており,液 体調味料の主流は醤油によってしめられてきた。

それにたい して,醤 油の普及しなかったベ トナムではニョク ・マムが調味料の王座を

しめるべき食品として発達 してきたのである。このような,食 生活における重要度の

ちがいが製造技術の発展に関係をもつであろうことがかんがえられるからである。

　ここで,も うひとつの問題に遭遇する。醤油がさきか,魚 醤油がさきか,と いうこ

とである。醤油が日本で普及 しはじめるのは江戸時代の初期のことであり,中 国で も,

たぶん,明 代以降のことである。醤油といううま味をふ くんだ万能調味料の出現に触

発されて,そ の代用品として,塩 辛汁を洗練させた魚醤油が考案されたのか,そ れと

も醤油に先行する液体調味料として魚醤油が存在したものか。

　一連の論文の事例報告のなかにしばしばのべたように,塩 辛の常食地域では,塩 辛

の汁をす くいとって調味料として使用されることがおこなわれる。塩辛の発達 しなか
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ったとおもわれる中国内陸部でもく魚醤〉汁を調味料として使用 したことが 『斉民要

術』に記されている。この塩辛汁やく魚醤 〉汁は,塩 辛やく魚醤〉つ くりの副産物の

利用例であり,は じめから液体調味料製造を意図してつ くられた魚醤油とはことなる

製品である。 したがって,こ のような段階での利用法は本格的な魚醤油つ くりの前段

階であって,こ こでのべる魚醤油のカテゴ リーからは除外 しておく。

　さて,中 国,日 本ともに古典料理書に魚醤油を利用した料理法の記事がみあたらな

い。もっとも,日 本で料理書が刊行されるようになるのは醤油の普及前後のことであ

るが,も し,そ れ以前に醤油に匹敵する調味料として魚醤油が利用されていたならば,

魚醤油の味つけから,醤 油味に変化していくプロセスが料理書等に読みとれてもよさ

そうなものである。となると,か りに,醤 油の普及以前から魚醤油が存在していたと

しても,中 央の文献には記載されないほど地方的な調味料にとどまっていたと解釈さ

れよう。

　む しろ,醤 油という液体調味料が中国,日 本の海辺の塩辛常食地域,あ るいはベ ト

ナムに知 られるようになると,塩 辛汁の製法を改良して醤油のような透明な液体化し

た魚醤油つ くりの技術が開発されたのではなかろうか。特有の臭気さえがまんしたな

らば　　塩辛常食地帯では,そ れはなれた臭いである　　魚を原料として醤油同様ア

ミノ酸の うま味と塩味をもつ万能調味料を,よ り単純な製法でつ くることができる。

しか し,そ れはコウジを利用した穀醤の製造が古 くから発達 してきた中国,日 本では

醤油の代用品以上の地位を しめることができず,地 方的な調味料としてとどまり,中

央の文献に記載されることな くつづいてきたものとかんがえられよう。日本において

は魚醤油が醤油との拮抗関係をもち,醤 油の代用品としての調味料としての性格がつ

よいことは,す でに考察ずみの事項である[石 毛　 1986:19・-22]。

　もし,こ の推論がただしいとすれば,魚 醤油の出現は醤油の普及を前提とするので,

その歴史は中国でも数百年以上はさかのぼらないことになる。そして,そ の起源と伝

播については,① 　中国の沿海部,ベ トナム,日 本のそれぞれの地域で,醤 油と接し

た時点で独立発生 した,② 　中国の沿海部とベ トナムを一連の地帯とかんがえ,そ こ

と日本の2カ 所で独立発生 した,⑧ 　 これらの地域間での伝播関係をもつ,と いう3

通 りのかんがえかたができる。 しかし,そ れらを実証すべき資料はなさそうである。

ただ し,こ こでのべたように魚醤油の起源があた らしいものとすると,近 世における

中国起源の事物についての記録や伝承がおおい日本において,そ れが中国から伝来 し

たものならば,記 録にとどめられてもしかるべきであり,そ れがないところから日本

の魚醤油は独立発生である可能性がたかいかもしれない。
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　醤油の代換物としての魚醤油の料理における利用法が似ているだけではな く,そ の

製造法についてもいくつかの並行現象が各地でみとめられる。東南アジアでの小規模

の魚醤油つくりのさいは,発 酵 ・熟成の終了 したカメのなかに細長いカゴをいれて液

体を採取するが,そ れはタマ リ醤油つ くりにもちいられる手法である。大規模な製造

においては,何 トンもの容量のある巨大な桶やコンクリー ト・タンクを使用するが,

これは醤油工場の設備から転用された装置であろう。また,2番 しぼり,3番 しぼり

の製品をつ くるのも,番 醤油の原理とおなじである。ところによっては,魚 醤油つく

りの最終工程に火入れをすることがあるのも,醤 油醸造からもたらされた技術であろ

う。ボ トリングを した商品化も醤油のあと追いをしたものである可能性がたかい。

　おな じく,液 体調味料 としてつくられる小エビ醤油は魚醤油つくりの技術が小エビ

に適用されたものとかんがえておいてよいであろう。

5.稲 作の食事文化 と魚醤

　歴史的文献資料のない魚醤を相手に,そ の起源,伝 播,分 布について論 じようと試

みた本論文の目的とする記述は前章で終つている。この論文は本誌に発表して きた魚

の発酵製品に関する一連の報告と論考の最後のものであるので,し めくくりの意味で,

いままでのべて きた事柄の要約を付 してお くことにする。

　従来,各 国の研究者が東アジァ,東 南アジァの魚の発酵製品を対象におこなってき

た研究のおおくは,特 定の製品の化学分析の結果を報告する断片的なものであった。

それにたいして,筆 者らが調査,研 究をおこなって きたのは,ア ジア各地におけるこ

れらの食品を総合的な視野でとらえようとするものである。すなわち,そ の原料の漁

業生態学的考察,製 造法の調査,消 費の実態の調査,調 味機構を重視 したア ミノ酸分

析などの結果を比較検討することによって,食 事文化論および歴史民族学の立場から,

アジアの食生活を解明するためのひとつの有力なてがかりをきず くことを研究の目的

とするものである。

　 このような志向性をもつ研究の結果,従 来の断片的な研究では追及することができ

なかったいくつかの新知見を得 ることができた。その成果は,以 下の13項 に要約され

る。

　 (1)　 通文化的に分類するとき,東 アジァ,東 南アジアの魚の発酵製品の主要なも

のには,ナ レズシと魚醤がある。魚醤は,① 塩辛,② 塩辛ペース ト,③ 魚醤油,

④ 小エビ塩辛ペース ト,⑤ 小エビ醤油に分類される。

　 (2)　 これらの食品のそれぞれの地理的分布をあ きらかに し,そ の起源と伝播に関
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する歴史民族学的な考察を試みた。

　 (3)　 これらの食品の原料魚は特定の漁期に集中して漁獲がおこなわれるものを対

象としている。その漁獲の集中性はモンスーンによる環境変化に応 じた魚の生態に適

応 した漁法がこの地域でおこなわれることによる。

　 (4)　 一年のうちで特定の時期に集中する漁獲物の保存法として,塩 を使用しなが

ら魚を発酵させる方法が東南アジア,東 アジアのモンスーン地帯で発達 した。 これら

の発酵魚つ くりの出発点となるのが塩辛であ り,塩 辛をもととして各種の食品が分化

していった。

　 (5)　 従来の東南アジアにおける魚醤の研究は企業化された製品を対象に していた

ため,海 産魚の製品がおもであった。 しかし,東 南アジァ大陸部における淡水魚製品

の食生活に しめる重要性を指摘 した。小エビ塩辛ペース トとベ トナムにおける魚醤油

であるニョク ・マム以外は,東 南アジア大陸部における発酵魚は淡水魚を原料とする

ものである。

　 (6)東 南アジァ大陸部では水田稲作 と水田およびそれにつづ く水路での小規模の

淡水魚漁業がセットとなった水 田漁業 とで もいうべき生活様式が顕著である。淡水魚

の塩辛は水田漁業 に起源したものである可能性がたかい。ナレズシはメコン川流域の

水田漁業に起源 し,各 地に水田稲作 と結合しながら伝播 したものとかんがえられる。

古代におけるモンークメール族の分布地が,水 田漁業に関連 した淡水魚の発酵食品の

センターであったと推定される。

　 (7)　 いっぽう,小 エビ塩辛ペース トは東南アジァ大陸部沿岸に起源をもち,マ レ

ー半島,イ ン ドネシア方面に南下する伝播経路をもつもの と推定される。

　 (8)　 東南アジァ大陸部に起源をもつ魚醤と中国,朝 鮮半島,日 本,フ ィリピンの

魚醤との系譜関係は不明である。 しかし,系 譜関係をはなれて,巨 視的に分布をみた

ときには,魚 醤とナレズシの分布圏は水田稲作地帯にほぼ重複 している。アジァのな

かでも,非 牧畜,水 田稲作地帯が発酵魚の文化のひろまった地帯の主流である。

　 (9)　 この魚醤の文化圏のなかで,古 代中国ではく魚醤〉,肉 醤の製法が転 じてダ

イズや穀物を原料としてつ くる穀醤が成立 した。その影響をうけた東アジァでは魚醤

よりも穀醤のほうが重要な食品として発達 した。 しか し,微 生物を管理する高度の技

術を必要とする穀醤の文化は東南アジアにはうけいれ られず,そ こには魚醤を副食物

のみならず,調 味料として利用する伝統が根づいている。

　 (10)　化学分析の結果,塩 味とアミノ酸　　その うちでもとくにグルタ ミン酸

のうま味をもつ調味機構の基本は魚醤,穀 醤に共通する。ただ し,穀 醤にみとめられ
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る甘味料,酸 味料としての性格は魚醤には欠けている。また,魚 醤は穀醤よりもつよ

い臭気をもっている。

　 巨視的にみれば,魚 醤,穀 醤の分布圏は世界の食事文化のなかで 「うま味」の追及

に力点をおいた調理法が発達 した場所であるといえる。

　 (11)　原料魚の種類,気 候条件,製 法のちがいがあるにもかかわらず,魚 醤の調味

機構はうま味と塩味に単純特定化されており,そ の成分組成は原料や産地による差が

あまりない。このような,魚 醤の製法の単純性と製品の画一性が,穀 醤のような地方

的特産品の性格をもたずに,各 地に容易に伝播 したり,現 在の東南アジア各国間で製

品の輸出入関係が存在する原因であるとかんがえられる。

　 (12)魚 醤の消費には米飯とのつよい相関関係がみとめられ る。料理に使用するさ

いは,肉,魚 よりも野菜との結合関係がはるかにつよい。すなわち,野 菜に魚醤を加

えて米飯を食べるのである。

　動物性蛋白質の補給源として魚醤が栄養学的に過大評価される傾向が従来つよかっ

たが,消 費の実態を量的に検討すると,栄 養源としての役割はひくく,食 欲増進剤的

機能のほうがはるかに重要である。米食圏においては,米 飯を大量に食べ,コ メから

エネルギーのみならず蛋白質も摂取する食事パターンが伝統的にあり,低 所得の者ほ

どその傾向が顕著である。すなわち,少 量のおかずで大量の米飯を胃袋にお くりこむ

のである。

　つよい塩味とうま味をもつ魚醤はそのまま食べることもできる手のかからない保存

食品でもあるので,食 生活の水準がひくいほど,魚 醤が重要な食品として常用され,

豊かな食生活になると嗜好品化 し,消 費量が減少する傾向が塩辛系の魚醤にいちじる

しい。

　 (13)　魚醤の調味料としての機能をもっとも洗練させたものが魚醤油である。魚醤

油利用地帯では,食 生活の水準があがるほど,塩 辛類の消費が減少 し,魚 醤油利用に

収敏する傾向がみとめられる。魚醤油は企業化された商品として発達 してきたもので

あり,そ の製造技術には醤油製造との交流関係をもってきた。現金経済に依存する食

生活が東南アジァの農村部にも浸透 しつつあり,ま た,経 済上昇にともない食生活が

豊かになりつつある現状をかんがえると,東 南アジアの魚醤油地帯では,そ の生活必

需品化がすすむいっぽ う,他 の魚醤類の生産,消 費は減少 して嗜好品化するものと予

想される。

248



石毛　 魚醤の起源と伝播

付 記

　本論文には筆者が東京農業大学に提出した学位論文 『魚介類の発酵製品に関する研究』を改稿

した部分がふくまれている。学位論文作成時に指導いただいた東京農業大学の小崎道雄,野 白喜

久雄両教授に感謝するしだいである。

文 献

ANTRPPOVA, V. V. 
   1964 The Itel'mens. The Peoples of Siberia. HRAF Files, RY3 Kamchadal, Source 

          No. 6. 
 APICIUS FLOWER B. & E. ROSENBAUM (trans.) 

   1958 The Roman  Cockery Book. Harrap. 
CAMPBELL-PLATT 

   1987 Fermented Food of the World.  London: Butter Worths, pp. 131.

藤井建夫

　 　1983　 「水産漬物　総論」三輪勝利監修 『水産加工品総覧』光琳,pp・231-236。

GUILLEMARD, F.  H. H. 

   1886 The Cruise of the Marchese to Kamschatka and New Guinea. HRAF Files, RY3 

         Kamchadal, Source No. 22.

林　 巳奈夫　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　・

　　 1975　 「漢代の飲食」　 『東方学報』48:34-35。

石毛直道

　　 1976　 「Kumupaの 塩一 イ リア ン ・ジャヤ中央高地の物質文化(1)一 」 『国立民族学博物館

　　 　　　 研究報告』1(2):357-373。

　　 1986　 「東 アジアの魚醤一魚の発酵製 品の研究(1)一 」『国立民族学博物館研究報告』11(1):

　　 　　　 1-41。

　　 1987a「 東 アジア ・東南 アジアのナ レズ シー魚の発酵製 品 の研究(2)一 」 『国立民族学硫究

　　 　　　 報告』11(3):603-668。

　　 1987b「 夷州の塩辛」　『民博通信』37:42-47。

石毛直道 ・K.ラ ドル

　　 1987　 「東南ア ジアの魚醤一魚の発酵製品の研究(5)一 」　『国立民 族 学 博 物 館 研 究 報 告』
　　 　　　 12(2):235-3140

石毛直道 ・崎 山　理

　　 1988　 「魚醤 とナ レズ シの名称 一魚 の発酵製品の研究(7)一 」 『国立民族学博物館研究報告』　　 　　　 13(2)
:383-406.

加藤九祚

　　 1986　 『北東 アジア民族学史 の研究』恒文社,pp・100-101。

洪　光住

　　 1983　 「我国魚醤油起源初探」　『中国醸造』2(3):31,43-45。

李　盛雨

　　 1978　 『高麗以前　韓国食生活史研究』(ハ ングル)郷 文社,pp・　51,146-148。

松田毅一 ・E・ヨリッセ ン

　　 1983　 『フロイスの 日本覚書』 中公新書 。

水野浩一

　　 1967「 東北 タイ農村の経済生活」 『東南 アジア研究』5(3):2-28。

水谷忠士 ・君塚明光 ・ケネス=ラ ドル ・石毛直道

　　 1988　 「魚醤 の化学分析 と 「うま味」の文化 圏一魚の発酵製品 の研究(6)一 」　『国立民族学

　　 　　　博物館研究報告』12(3):801-864。

249



ミュ ラ=ヨ コタ ・宣 子(訳)

1987『 ア ピ ーキ ウス ・古 代 ロー マ の料 理 書 』三 省 堂 。

NGO BA THANH 

    1953 Un condiment azote: le  "nunc-mam".  Lyon: Imprimerie des Beaux-Arts.

農商務省水産局
1913『 日本水 産品誌』水産社。

大林太良
1968「 イン ドシナにおける製塩の民族史 的意義」 『一一'ke論叢』58〈1):69-84。

PROKOF'YEVA, E. D. 

   1964 The Sel'kups. The Peoples of Siberia. HRAF Files, RU4 Samoyed, Source No. 34.

ROSE, M. 
   1918 Le nouc-mam (eau-de poison). Laboratorie des peches Bulletin No. 4, Saigon: 

         Gouvernement General de l'Indochine.
RUDDLE, K. 

   1986 The Supply of Marine Fish Species for Fermentation in Southeast Asia. 『国立民

族 学 博 物 館 研究 報 告 』ll(4):997-1036。

1987 The Ecological Basis for Fish Fermentation in Freshwater Environments of Conti-

nental Southeast Asia: with Special Referrence  to  Burma and Kampuchea. 『国立

民族学博物館研究報告』12(1):1-48。

斉藤農二
1985『 ツン ドラとタイガの世界』地人書房 。

 SCHARM, W. 
   1986 Traditional Production and Marketing of Dried Fish in Mauritania. Cured Fish 

         Production in The Tropics, Quezon City: Philippine German Fisheries Project, pp. 79-83. 
SPENCER, J. 

   1966 Shifting Cultivation in Southeastern Asia. University of California Press.

篠 田 統
1966『 す しの本』柴田書店。

1974『 中国食物史』柴 田書店。

 SOYER, A. 

   1853 The  Pantrophom. London: Paddington.

高谷好一
1975「 稲作圏の歴史」市村真一 編 『稲 と農民』京都大学東南アジァ研究セ ンター,PP.28-

59。

1985『 東南 アジァの自然 と土地利用』勤草書店。

多紀保彦
1975「 メコンデルタの魚相 と内水面漁業」 『東南 アジア研 究』13(1):146-160。

田辺繁治
1978「 ラー ンナタイ農村 における環境認識」石 毛直道編 『環境 と文化』 日本放送 出版協会,

pp.81-1310

 TANNAHILL, R. 
   1973 Food in  History. New York: Stein and Day. 

 THAKUR, S. 
   1982 The Tai Phakes of Assam. Delhi: B. R. Publishing Corporation.

徳 永俊夫
1983「 塩蔵品 総論」三輪勝利監修 『水産加工品総覧』光琳,pp・77-80。

渡部 忠世

1983『 アジァ稲作の系譜』法政大学出版局。

250


